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第第２２章章  労労働働争争議議のの調調整整 
（注） 本章では、第２編で扱う行政執行法人を含むものを「全労委」、含まないものを「行政執     

行法人を除く」と表示し区別した。 

 
第第１１節節    労労働働争争議議調調整整のの概概況況  
 
１１  労労働働争争議議調調整整事事件件のの係係属属状状況況  

((11))  概概況況 

３年に係属した労働争議調整事件数（行政執行法人を除く）は 275 件（２年 281 件）

で、このうち２年から繰越されたものは 40 件（同 52 件）、新規に係属したものは 235 件

（同 229 件）であった（第 18 表参照）。 

また、全労委に係属した労働争議調整事件数は 275 件（同 281 件）、新規に係属したも

のは 235 件（同 229 件）であった（図１及び巻末統計表第 11 表参照）。 

図図１１  調調整整事事件件取取扱扱件件数数のの推推移移（（全全労労委委））  

      

((22))  新新規規係係属属事事件件数数及及びび対対象象労労働働者者数数  

新規係属事件数は 235 件で、２年に比べ６件の増加となった。これを中労委・都道府

県労委別にみると、中労委では２件で２年と比べて変わらず、都道府県労委では 233 件

で６件の増加であった（第 18 表、第 19 表参照）。 

 

((33))  調調整整方方法法別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を調整方法別にみると、あっせん 232 件・98.7％（２年 226 件・98.7％）、

調停３件・1.3％（同２件・0.9％）、仲裁０件・０％（同１件・0.4％）となっている（第

18 表参照）。 
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 組合Ｘは、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合

Ｘの請求を棄却した。 

 組合Ｘは、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合Ｘの控訴を

棄却した。 

組合Ｘは、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、

最高裁は、組合Ｘの上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行

った。   

【主文要旨】〔東京高裁判決を維持・中労委命令を支持〕 

本件上告を棄却する。 

本件を上告審として受理しない。 

  

アアーートト警警備備事事件件〔〔NNoo..1188〕〕  

（（最最高高裁裁  令令和和２２年年（（行行ツツ））第第 229933 号号・・令令和和２２年年（（行行ヒヒ））第第 334455 号号  令令和和３３年年２２月月９９

日日決決定定））  

【事件概要】 

会社が、①組合からの団交申入れにつき、一部の事項について書面により回答した

こと、②団交開催条件として、(ⅰ)団交に関する情報の一切を秘密として保持等する

こと、(ⅱ)団交において録音・撮影を行わないこと、(ⅲ)団交において会社代理人弁

護士の議事進行に従うことの３項目のすべてに同意する旨の書面の提出を求め、組合

がこれに応じないことを理由に団交を開催しなかったこと等が不当労働行為であると

して救済申立てがあった事件である。 

初審埼玉県労委は、会社に対し、組合が会社の求める団交ルールに同意しないこと

を理由とする団交拒否の禁止、文書手交、団交応諾及び履行報告を命じた。 

会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立を棄却す

るとともに、会社と組合員との雇用契約が終了したという初審命令後の事情変更を踏

まえて、同命令の一部を変更した。 

会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請

求を棄却した。 

会社は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の請求を棄却し

た。 

会社は、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最

高裁は、会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。   

【主文要旨】〔東京高裁判決を維持・中労委命令を支持〕 

本件上告を棄却する。 

本件を上告審として受理しない。 

2022/8/31図１_係属、新規、解決、終結推移.xlsx■図１
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第第 1199 表表  新新規規係係属属事事件件数数及及びび対対象象労労働働者者数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

((44))  適適用用法法規規別別新新規規係係属属状状況況  

全労委の新規係属事件を適用法規別にみると、労働関係調整法（労調法）に基づくも

のが 235 件（２年 229 件）、地方公営企業等の労働関係に関する法律（地公労法）に基づ

くものが０件（同０件）、行政執行法人の労働関係に関する法律（行労法）に基づくもの

は０件（同０件）であった（第 20 表参照）。 

第第 2200 表表  調調整整区区分分及及びび適適用用法法規規別別新新規規係係属属事事件件数数（（全全労労委委））  

 

 

((55))  開開始始事事由由別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を開始事由別にみると、労働組合からの申請が 207 件・88.1％（２年 202

件・88.2％）、使用者からの申請が 25 件・10.6％（同 26 件・11.4％）、労使双方からの

申請が３件・1.3％（同１件・0.4％）、職権に基づく開始が０件・０％（同０件・０％）

であった（第 21 表参照）。 

第第 2211 表表  開開始始事事由由別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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第第 1188 表表  労労委委別別労労働働争争議議調調整整事事件件係係属属件件数数及及びび終終結結件件数数（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

  

（単位：件）

前年 不調・

繰越 あっせん 調停 仲裁 計 打切

北海道 0 4 0 0 4 4 2 0 1 0 3 1

青森県 3 4 0 0 4 7 2 2 2 0 6 1

岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

秋田県 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0

山形県 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城県 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

栃木県 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

群馬県 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

埼玉県 2 9 1 0 10 12 6 3 1 0 10 2

千葉県 1 4 0 0 4 5 1 2 1 0 4 1

東京都 11 82 1 0 83 94 32 7 27 1 67 27

神奈川県 4 12 0 0 12 16 3 2 8 0 13 3

新潟県 0 2 1 0 3 3 1 1 0 0 2 1

山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野県 0 4 0 0 4 4 0 1 1 0 2 2

静岡県 0 5 0 0 5 5 2 1 2 0 5 0

富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石川県 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0

福井県 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0

岐阜県 0 4 0 0 4 4 0 2 1 0 3 1

愛知県 3 12 0 0 12 15 6 1 6 0 13 2

三重県 1 2 0 0 2 3 1 0 2 0 3 0

滋賀県 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

京都府 0 6 0 0 6 6 4 0 2 0 6 0

大阪府 7 32 0 0 32 39 11 14 6 0 31 8

兵庫県 1 7 0 0 7 8 1 1 5 0 7 1

奈良県 2 3 0 0 3 5 1 0 3 0 4 1

和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0

岡山県 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2

広島県 1 3 0 0 3 4 2 0 0 0 2 2

山口県 0 3 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0

徳島県 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 2 1

香川県 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0

愛媛県 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県 0 6 0 0 6 6 2 0 3 0 5 1

佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県 0 3 0 0 3 3 1 0 0 0 1 2

熊本県 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

大分県 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0

宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

沖縄県 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1

都道府県労委計 40 230 3 0 233 273 93 41 77 1 212 61

中労委 0 2 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0

40 232 3 0 235 275 94 42 77 1 214 61

［2］ ［2］ ［2］ ［1］ ［1］ ［2］

前年同期 52 226 2 1 229 281 105 37 99 0 241 40

（2年1月－12月) ［2］ （2） ［2］ ［2］ ［2］

- 12 6 1 - 1 6 - 6 - 11 5 - 22 1 - 27 21

［－1］ 1

（注）［　］内は中労委取扱事件件数で内数。

合計

前年同期比

計

第18表 労委別労働争議調整事件係属件数及び終結件数（行政執行法人を除く）

係属件数 終結件数
次年
繰越

新　規
計 解決 取下 移管

区分
労委
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第第 1199 表表  新新規規係係属属事事件件数数及及びび対対象象労労働働者者数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

((44))  適適用用法法規規別別新新規規係係属属状状況況  

全労委の新規係属事件を適用法規別にみると、労働関係調整法（労調法）に基づくも

のが 235 件（２年 229 件）、地方公営企業等の労働関係に関する法律（地公労法）に基づ

くものが０件（同０件）、行政執行法人の労働関係に関する法律（行労法）に基づくもの

は０件（同０件）であった（第 20 表参照）。 

第第 2200 表表  調調整整区区分分及及びび適適用用法法規規別別新新規規係係属属事事件件数数（（全全労労委委））  

 

 

((55))  開開始始事事由由別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を開始事由別にみると、労働組合からの申請が 207 件・88.1％（２年 202

件・88.2％）、使用者からの申請が 25 件・10.6％（同 26 件・11.4％）、労使双方からの

申請が３件・1.3％（同１件・0.4％）、職権に基づく開始が０件・０％（同０件・０％）

であった（第 21 表参照）。 

第第 2211 表表  開開始始事事由由別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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第第 1188 表表  労労委委別別労労働働争争議議調調整整事事件件係係属属件件数数及及びび終終結結件件数数（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

（単位：件）

開始事由

年

29年 252 89.0% 23 8.1% 7 2.5% 1 0.4% 283 100.0%

30年 224 92.2% 19 7.8% 0 0.0% 0 0.0% 243 100.0%

元年 181 89.2% 19 9.4% 3 1.4% 0 0.0% 203 100.0%

２年 202 88.2% 26 11.4% 1 0.4% 0 0.0% 229 100.0%

３年 207 88.1% 25 10.6% 3 1.3% 0 0.0% 235 100.0%

第21表 開始事由別新規係属事件数の推移 （行政執行法人を除く）

組合申請 使用者申請 双方申請 職　　権 合　　計

第２０表.xlsx□全労委＿新規＿適用法規（３年報）

（単位：件）

合　計 労調法 地公労法 行労法

合　　計 235〔2〕 235〔2〕 － －

あっせん 232〔2〕 232〔2〕 － －

調　　停 3 3 － －

仲　　裁 0 0 － －

（注）　〔　〕内は中労委取扱件数で内数。

区　　分
新規係属事件

第１９表.xlsx■３年報＿第19表＿対象労働者数

（単位：件、千人）

件数 対象労働者数 件数 対象労働者数 件数 対象労働者数

29年 283 169 4 35 279 134

30年 243 150 3 41 240 109

元年 203 1,867 0 0 203 1,867

２年 229 115 2 11 227 104

３年 235 127 2 7 233 120

年
中労委＋都道府県労委 中労委 都道府県労委

第19表　新規係属事件数及び対象労働者数の推移（行政執行法人を除く）
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第第 2233--11 表表  産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

第第 2233--22 表表  産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（全全労労委委））  
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((66))  都都道道府府県県別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を都道府県労委別にみると、東京が 83 件・35.6％（２年 56 件・24.7％）

で最も多く、以下、大阪が 32 件・13.7％（同 26 件・11.5％）、神奈川が 12 件・5.2％

（同 12 件・5.3％）、愛知が 12 件・5.2％（同 17 件・7.5％）、埼玉が 10 件・4.3％（同

５件・2.2％）、と続いている（第 18 表参照）。 

 
((77))  集集団団事事件件及及びび統統一一事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

集団事件及び統一事件の新規係属状況をみると、集団事件（(注)１）は０件（２年０

件）、統一事件（(注)２）は０件０社（同０件０社）であった（第 22 表参照）。 

第第2222表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる集集団団事事件件及及びび統統一一事事件件のの係係属属状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

２２  調調整整事事件件ににおおけけるる関関係係当当事事者者のの特特徴徴  

((11))  産産業業別別新新規規係係属属状状況況 

新規係属事件を産業大分類別にみると、医療，福祉が 39 件・16.6％（２年 44 件・

19.2％）で最も多く、以下、運輸業，郵便業が 34 件・14.5％（同 37 件・16.2％）、サー

ビス業が 30 件・12.8％（同 20 件・8.7％）、製造業が 28 件・11.9％（同 21 件・9.2％）、

教育，学習支援業が 25 件・10.6％（同 25 件・10.9％）、卸売業，小売業が 16 件・6.8％

（同 16 件・7.0％）、建設業が 12 件・5.1％（同 10 件・4.4％）、情報通信業が 12 件・

5.1％（同２件・0.9％）と続いている（第 23-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、医療，福祉が 39 件・16.6％（同 44 件・19.2％）、運輸

業，郵便業が 34 件・14.5％（同 37 件・16.2％）、サービス業が 30 件・12.8％（同 20 件・

8.7％）となっている(第 23-２表参照)。 

また、産業中分類別にみると、医療,福祉の中では社会保険・社会福祉・介護事業が 22

件・9.4％、運輸業,郵便業の中では道路貨物運送業が 15 件・6.4％、サービス業の中で

は職業紹介・労働者派遣業が 10 件・4.3％で最も多い（巻末統計表第 14 表参照）。 

 

 

区分 労委 産業 調整事項 件数
なし − − −

−
なし − − −

−
−

（注）1. 集団事件とは、手続上各企業ごとに１件と数えられるが、実質的には１件としてみることができるもの。
   2. 統一事件とは、２企業以上にわたる争議であるが、手続上１件として数えるもの。

合 計

集団事件
小 計

統一事件
小 計

区分 労委 産業 調整事項 件数
なし − − −

−
なし − − −

−
−

（注）1. 集団事件とは、手続上各企業ごとに１件と数えられるが、実質的には１件としてみることができるもの。
   2. 統一事件とは、２企業以上にわたる争議であるが、手続上１件として数えるもの。

第22表　新規係属事件における集団事件及び統一事件の係属状況（行政執行法人を除く）

合 計

集団事件
小 計

統一事件
小 計
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第第 2233--11 表表  産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

第第 2233--22 表表  産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（全全労労委委））  
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((66))  都都道道府府県県別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を都道府県労委別にみると、東京が 83 件・35.6％（２年 56 件・24.7％）

で最も多く、以下、大阪が 32 件・13.7％（同 26 件・11.5％）、神奈川が 12 件・5.2％

（同 12 件・5.3％）、愛知が 12 件・5.2％（同 17 件・7.5％）、埼玉が 10 件・4.3％（同

５件・2.2％）、と続いている（第 18 表参照）。 

 
((77))  集集団団事事件件及及びび統統一一事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

集団事件及び統一事件の新規係属状況をみると、集団事件（(注)１）は０件（２年０

件）、統一事件（(注)２）は０件０社（同０件０社）であった（第 22 表参照）。 

第第2222表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる集集団団事事件件及及びび統統一一事事件件のの係係属属状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

２２  調調整整事事件件ににおおけけるる関関係係当当事事者者のの特特徴徴  

((11))  産産業業別別新新規規係係属属状状況況 

新規係属事件を産業大分類別にみると、医療，福祉が 39 件・16.6％（２年 44 件・

19.2％）で最も多く、以下、運輸業，郵便業が 34 件・14.5％（同 37 件・16.2％）、サー

ビス業が 30 件・12.8％（同 20 件・8.7％）、製造業が 28 件・11.9％（同 21 件・9.2％）、

教育，学習支援業が 25 件・10.6％（同 25 件・10.9％）、卸売業，小売業が 16 件・6.8％

（同 16 件・7.0％）、建設業が 12 件・5.1％（同 10 件・4.4％）、情報通信業が 12 件・

5.1％（同２件・0.9％）と続いている（第 23-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、医療，福祉が 39 件・16.6％（同 44 件・19.2％）、運輸

業，郵便業が 34 件・14.5％（同 37 件・16.2％）、サービス業が 30 件・12.8％（同 20 件・

8.7％）となっている(第 23-２表参照)。 

また、産業中分類別にみると、医療,福祉の中では社会保険・社会福祉・介護事業が 22

件・9.4％、運輸業,郵便業の中では道路貨物運送業が 15 件・6.4％、サービス業の中で

は職業紹介・労働者派遣業が 10 件・4.3％で最も多い（巻末統計表第 14 表参照）。 

 

 

区分 労委 産業 調整事項 件数
なし − − −

−
なし − − −

−
−

（注）1. 集団事件とは、手続上各企業ごとに１件と数えられるが、実質的には１件としてみることができるもの。
   2. 統一事件とは、２企業以上にわたる争議であるが、手続上１件として数えるもの。

合 計

集団事件
小 計

統一事件
小 計

第２３－１表、第２３－２表.xlsx■３年報－23－１&２表0507

　　　　　　　　　　　　  年
　　　産業

全産業 285 100.0% 243 100.0% 203 100.0% 229 100.0% 235 100.0%

農林漁業，鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.0% 3 1.2% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0%

建設業 4 1.4% 14 5.8% 7 3.4% 10 4.4% 12 5.1%

製造業 31 10.9% 20 8.2% 25 12.3% 21 9.2% 28 11.9%

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.4% 3 1.2% 2 1.0% 2 0.9% 1 0.4%

情報通信業 8 2.8% 7 2.9% 9 4.4% 2 0.9% 12 5.1%

運輸業，郵便業 60 21.1% 43 17.7% 36 17.7% 37 16.2% 34 14.5%

卸売業，小売業 25 8.8% 24 9.9% 20 9.9% 16 7.0% 16 6.8%

金融業，保険業 5 1.8% 3 1.2% 2 1.0% 3 1.3% 3 1.3%

不動産業，物品賃貸業 1 0.4% 2 0.8% 2 1.0% 5 2.2% 5 2.1%

学術研究，専門・技術サービス業 4 1.4% 6 2.5% 6 3.0% 8 3.5% 7 3.0%

宿泊業，飲食サービス業 14 4.9% 2 0.8% 10 4.9% 26 11.4% 9 3.8%

生活関連サービス業，娯楽業 10 3.5% 11 4.5% 4 2.0% 3 1.3% 7 3.0%

教育，学習支援業 30 10.5% 32 13.2% 28 13.8% 25 10.9% 25 10.6%

医療，福祉 50 17.5% 42 17.3% 29 14.3% 44 19.2% 39 16.6%

複合サービス事業 2 0.7% 2 0.8% 1 0.5% 4 1.7% 6 2.6%

サービス業 29 10.2% 29 11.9% 20 9.9% 20 8.7% 30 12.8%

公務 11 3.9% 0 0.0% 2 1.0% 2 0.9% 1 0.4%

分類不能 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（注）複数の使用者（産業）を含む事件があるため、全産業数は事件数に一致しない。

　　　　　　　   　　　　　年
　　　産業

全産業 287 100.0% 245 100.0% 205 100.0% 229 100.0% 235 100.0%

製造業 33 11.5% 22 9.0% 27 13.2% 21 9.2% 28 11.9%

運輸業，郵便業 60 20.9% 43 17.6% 36 17.6% 37 16.2% 34 14.5%

卸売業，小売業 25 8.7% 24 9.8% 20 9.8% 16 7.0% 16 6.8%

教育，学習支援業 30 10.5% 32 13.1% 28 13.7% 25 10.9% 25 10.6%

医療，福祉 50 17.4% 42 17.1% 29 14.1% 44 19.2% 39 16.6%

サービス業 29 10.1% 29 11.8% 20 9.8% 20 8.7% 30 12.8%

その他の産業 60 20.9% 53 21.6% 45 22.0% 66 28.8% 63 26.8%

（注）複数の使用者（産業）を含む事件があるため、全産業数は事件数に一致しない。

第第2233--11表表　　産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

29年 30年 元年 ２年

（単位：件）

３年

３年

（単位：件）

第第2233－－22表表　　産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（全全労労委委））

２年元年29年 30年
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　　　　　　　　　　　　  年
　　　産業

全産業 285 100.0% 243 100.0% 203 100.0% 229 100.0% 235 100.0%

農林漁業，鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.0% 3 1.2% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0%

建設業 4 1.4% 14 5.8% 7 3.4% 10 4.4% 12 5.1%

製造業 31 10.9% 20 8.2% 25 12.3% 21 9.2% 28 11.9%

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.4% 3 1.2% 2 1.0% 2 0.9% 1 0.4%

情報通信業 8 2.8% 7 2.9% 9 4.4% 2 0.9% 12 5.1%

運輸業，郵便業 60 21.1% 43 17.7% 36 17.7% 37 16.2% 34 14.5%

卸売業，小売業 25 8.8% 24 9.9% 20 9.9% 16 7.0% 16 6.8%

金融業，保険業 5 1.8% 3 1.2% 2 1.0% 3 1.3% 3 1.3%

不動産業，物品賃貸業 1 0.4% 2 0.8% 2 1.0% 5 2.2% 5 2.1%

学術研究，専門・技術サービス業 4 1.4% 6 2.5% 6 3.0% 8 3.5% 7 3.0%

宿泊業，飲食サービス業 14 4.9% 2 0.8% 10 4.9% 26 11.4% 9 3.8%

生活関連サービス業，娯楽業 10 3.5% 11 4.5% 4 2.0% 3 1.3% 7 3.0%

教育，学習支援業 30 10.5% 32 13.2% 28 13.8% 25 10.9% 25 10.6%

医療，福祉 50 17.5% 42 17.3% 29 14.3% 44 19.2% 39 16.6%

複合サービス事業 2 0.7% 2 0.8% 1 0.5% 4 1.7% 6 2.6%

サービス業 29 10.2% 29 11.9% 20 9.9% 20 8.7% 30 12.8%

公務 11 3.9% 0 0.0% 2 1.0% 2 0.9% 1 0.4%

分類不能 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（注）複数の使用者（産業）を含む事件があるため、全産業数は事件数に一致しない。

　　　　　　　   　　　　　年
　　　産業

全産業 287 100.0% 245 100.0% 205 100.0% 229 100.0% 235 100.0%

製造業 33 11.5% 22 9.0% 27 13.2% 21 9.2% 28 11.9%

運輸業，郵便業 60 20.9% 43 17.6% 36 17.6% 37 16.2% 34 14.5%

卸売業，小売業 25 8.7% 24 9.8% 20 9.8% 16 7.0% 16 6.8%

教育，学習支援業 30 10.5% 32 13.1% 28 13.7% 25 10.9% 25 10.6%

医療，福祉 50 17.4% 42 17.1% 29 14.1% 44 19.2% 39 16.6%

サービス業 29 10.1% 29 11.8% 20 9.8% 20 8.7% 30 12.8%

その他の産業 60 20.9% 53 21.6% 45 22.0% 66 28.8% 63 26.8%

（注）複数の使用者（産業）を含む事件があるため、全産業数は事件数に一致しない。

第第2233--11表表　　産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

29年 30年 元年 ２年

（単位：件）

３年

３年

（単位：件）

第第2233－－22表表　　産産業業別別新新規規係係属属事事件件数数及及びび構構成成比比のの推推移移（（全全労労委委））

２年元年29年 30年
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第第 2244--22 表表  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（全全労労委委））  

  

 

((33))  組組合合系系統統別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を組合系統別にみると、連合系が 55 件・23.1％（２年 43 件・18.8％）

全労連系が 69 件・29.0％（同 78 件・34.1％）、その他の上部団体が 60 件・25.2％（同

39 件・17.0％）などとなっている（第 25-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、連合系が 55 件・23.1％（同 43 件・18.8％）、全労連系

が 69 件・29.0％（同 78 件・34.1％）、その他の上部団体が 60 件・25.2％（同 39 件・

17.0％）などとなっている（第 25-２表参照）。 

 

第第 2255--11 表表  組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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((22))  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を組合員数規模別にみると、99 人以下が 105 件・44.7％（２年 102 件・

44.6％）、100 人以上 499 人以下が 64 件・27.2％（同 77 件・33.6％）、500 人以上 4,999

人以下が 53 件・22.6％（同 34 件・14.9％）、5,000 人以上が３件・1.3％（同６件・2.6％）、

不明 10 件・4.3％（同 10 件・4.4％）であった（第 24-１表参照）。 

また、従業員数規模別にみると、99 人以下が 93 件・39.6％（同 112 件・48.9％）、100

人以上 499 人以下が 64 件・27.3％（同 56 件・24.5％）、500 人以上 4,999 人以下が 49

件・20.8％（同 33 件・14.4％）、5,000 人以上が９件・3.8％（同 12 件・5.2％）、不明

20 件・8.5％（同 16 件・7.0％）であった（第 24-１表参照）。 

なお、組合員数規模別の状況を全労委でみると、99 人以下が 105 件・44.7％（同 102

件・44.6％）、100 人以上 499 人以下が 64 件・27.2％（同 77 件・33.6％）、500 人以上

4,999 人以下が 53 件・22.6％（同 34 件・14.9％）、5,000 人以上が３件・1.3％（同６

件・2.6％）、不明 10 件・4.3％（同 10 件・4.4％）であった（第 24-２表参照）。 

また、従業員数規模別にみると、99 人以下が 93 件・39.6％（同 112 件・48.9％）、100

人以上 499 人以下が 64 件・27.3％（同 56 件・24.5％）、500 人以上 4,999 人以下が 49

件・20.8％（同 33 件・14.4％）、5,000 人以上が９件・3.8％（同 12 件・5.2％）、不明

20 件・8.5％（同 16 件・7.0％）であった（第 24-２表参照）。 

 

第第2244--11表表  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

2022/8/3110:40 第２４－１表、第２４－２表.xlsx■３年報＿24＿組・従規模＿推移＿除行・全労

組合員数 46 16.3% 73 25.8% 59 20.8% 22 7.8% 38 13.4% 37 13.1% 4 1.4% 4 1.4%

従業員数 71 25.1% 53 18.7% 64 22.6% 13 4.6% 20 7.1% 28 9.9% 19 6.7% 15 5.3%

組合員数 51 21.0% 59 24.3% 53 21.8% 29 11.9% 22 9.1% 21 8.6% 5 2.1% 3 1.2%

従業員数 69 28.4% 56 23.0% 43 17.7% 15 6.2% 12 4.9% 22 9.1% 15 6.2% 11 4.5%

組合員数 43 21.2% 60 29.6% 42 20.7% 12 5.9% 23 11.3% 18 8.9% 1 0.5% 4 2.0%

従業員数 51 25.1% 51 25.1% 40 19.7% 15 7.4% 12 5.9% 13 6.4% 4 2.0% 17 8.4%

組合員数 40 17.5% 62 27.1% 47 20.5% 30 13.1% 19 8.3% 15 6.6% 6 2.6% 10 4.4%

従業員数 61 26.6% 51 22.3% 35 15.3% 21 9.2% 17 7.4% 16 7.0% 12 5.2% 16 7.0%

組合員数 48 20.4% 57 24.3% 44 18.7% 20 8.5% 30 12.8% 23 9.8% 3 1.3% 10 4.3%

従業員数 51 21.7% 42 17.9% 42 17.9% 22 9.4% 24 10.2% 25 10.6% 9 3.8% 20 8.5%

組合員数 46 16.1% 73 25.6% 59 20.7% 22 7.7% 39 13.7% 38 13.3% 4 1.4% 4 1.4%

従業員数 71 24.9% 53 18.6% 64 22.5% 13 4.6% 21 7.4% 29 10.2% 19 6.7% 15 5.3%

組合員数 51 20.8% 59 24.1% 53 21.6% 29 11.8% 23 9.4% 22 9.0% 5 2.0% 3 1.2%

従業員数 69 28.2% 56 22.9% 43 17.6% 15 6.1% 13 5.3% 23 9.4% 15 6.1% 11 4.5%

組合員数 43 21.0% 60 29.3% 42 20.5% 12 5.9% 24 11.7% 19 9.3% 1 0.5% 4 2.0%

従業員数 51 24.9% 51 24.9% 40 19.5% 15 7.3% 13 6.3% 14 6.8% 4 2.0% 17 8.3%

組合員数 40 17.5% 62 27.1% 47 20.5% 30 13.1% 19 8.3% 15 6.6% 6 2.6% 10 4.4%

従業員数 61 26.6% 51 22.3% 35 15.3% 21 9.2% 17 7.4% 16 7.0% 12 5.2% 16 7.0%

組合員数 48 20.4% 57 24.3% 44 18.7% 20 8.5% 30 12.8% 23 9.8% 3 1.3% 10 4.3%

従業員数 51 21.7% 42 17.9% 42 17.9% 22 9.4% 24 10.2% 25 10.6% 9 3.8% 20 8.5%

第第2244--11表表　　組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

100.0%

30
年

243 100.0%

29
年

283 100.0%

999 人 4,999 人 以　 上

３
年

235

（単位：件）

　　　規模
 年

30 人 5,000 人
不 明 合　計

未 満 99 人 299 人 499 人
30 ～ 100 ～ 300 ～ 500 ～ 1,000 ～

285 100.0%

３
年

235 100.0%

30
年

245 100.0%

元
年

203 100.0%

元
年

205 100.0%

第第2244－－22表表　　組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（全全労労委委））

（単位：件）

　　　規模
 年

30 人 30 ～ 100 ～ 300 ～ 500 ～ 1,000 ～ 5,000 人

２
年

229 100.0%

２
年

229 100.0%

不 明 合　計
未 満 99 人 299 人 499 人 999 人 4,999 人 以　 上

29
年
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第第 2244--22 表表  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（全全労労委委））  

  

 

((33))  組組合合系系統統別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を組合系統別にみると、連合系が 55 件・23.1％（２年 43 件・18.8％）

全労連系が 69 件・29.0％（同 78 件・34.1％）、その他の上部団体が 60 件・25.2％（同

39 件・17.0％）などとなっている（第 25-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、連合系が 55 件・23.1％（同 43 件・18.8％）、全労連系

が 69 件・29.0％（同 78 件・34.1％）、その他の上部団体が 60 件・25.2％（同 39 件・

17.0％）などとなっている（第 25-２表参照）。 

 

第第 2255--11 表表  組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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((22))  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を組合員数規模別にみると、99 人以下が 105 件・44.7％（２年 102 件・

44.6％）、100 人以上 499 人以下が 64 件・27.2％（同 77 件・33.6％）、500 人以上 4,999

人以下が 53 件・22.6％（同 34 件・14.9％）、5,000 人以上が３件・1.3％（同６件・2.6％）、

不明 10 件・4.3％（同 10 件・4.4％）であった（第 24-１表参照）。 

また、従業員数規模別にみると、99 人以下が 93 件・39.6％（同 112 件・48.9％）、100

人以上 499 人以下が 64 件・27.3％（同 56 件・24.5％）、500 人以上 4,999 人以下が 49

件・20.8％（同 33 件・14.4％）、5,000 人以上が９件・3.8％（同 12 件・5.2％）、不明

20 件・8.5％（同 16 件・7.0％）であった（第 24-１表参照）。 

なお、組合員数規模別の状況を全労委でみると、99 人以下が 105 件・44.7％（同 102

件・44.6％）、100 人以上 499 人以下が 64 件・27.2％（同 77 件・33.6％）、500 人以上

4,999 人以下が 53 件・22.6％（同 34 件・14.9％）、5,000 人以上が３件・1.3％（同６

件・2.6％）、不明 10 件・4.3％（同 10 件・4.4％）であった（第 24-２表参照）。 

また、従業員数規模別にみると、99 人以下が 93 件・39.6％（同 112 件・48.9％）、100

人以上 499 人以下が 64 件・27.3％（同 56 件・24.5％）、500 人以上 4,999 人以下が 49

件・20.8％（同 33 件・14.4％）、5,000 人以上が９件・3.8％（同 12 件・5.2％）、不明

20 件・8.5％（同 16 件・7.0％）であった（第 24-２表参照）。 

 

第第2244--11表表  組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

20220928修正_第25-1表、第25-2表.xlsx■３年報＿25表＿組合系統＿推移＿除法・全労

   その他の上部団体

29年 72 25.4% 112 39.4% 30 10.6% 13 4.6% 70 24.6% 284 100.0%

30年 69 28.4% 88 36.2% 36 14.8% 15 6.2% 50 20.6% 243 100.0%

元年 58 28.4% 69 33.8% 37 18.1% 23 11.3% 40 19.6% 204 100.0%

２年 43 18.8% 78 34.1% 39 17.0% 12 5.2% 69 30.1% 229 100.0%

３年 55 23.1% 69 29.0% 60 25.2% 30 12.6% 54 22.7% 238 100.0%

   その他の上部団体

29年 74 25.9% 112 39.2% 30 10.5% 13 4.5% 70 24.5% 286 100.0%

30年 71 29.0% 88 35.9% 36 14.7% 15 6.1% 50 20.4% 245 100.0%

元年 60 29.1% 69 33.5% 37 18.0% 23 11.2% 40 19.4% 206 100.0%

２年 43 18.8% 78 34.1% 39 17.0% 12 5.2% 69 30.1% 229 100.0%

３年 55 23.1% 69 29.0% 60 25.2% 30 12.6% 54 22.7% 238 100.0%

第第2255--11表表　　組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））
（単位：件）

　　 系統
　年

連合 全労連 上部団体なし 合計
うち全労協

（注）系統の異なる組合から連名の申請があったため、新規係属事件数と一致しない。

（注）系統の異なる組合から連名の申請があったため、新規係属事件数と一致しない。

第第2255--22表表　　組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（全全労労委委））
（単位：件）

　　　系統
　年

連合 全労連 上部団体なし 合計
うち全労協

2022/8/3110:40 第２４－１表、第２４－２表.xlsx■３年報＿24＿組・従規模＿推移＿除行・全労

組合員数 46 16.3% 73 25.8% 59 20.8% 22 7.8% 38 13.4% 37 13.1% 4 1.4% 4 1.4%

従業員数 71 25.1% 53 18.7% 64 22.6% 13 4.6% 20 7.1% 28 9.9% 19 6.7% 15 5.3%

組合員数 51 21.0% 59 24.3% 53 21.8% 29 11.9% 22 9.1% 21 8.6% 5 2.1% 3 1.2%

従業員数 69 28.4% 56 23.0% 43 17.7% 15 6.2% 12 4.9% 22 9.1% 15 6.2% 11 4.5%

組合員数 43 21.2% 60 29.6% 42 20.7% 12 5.9% 23 11.3% 18 8.9% 1 0.5% 4 2.0%

従業員数 51 25.1% 51 25.1% 40 19.7% 15 7.4% 12 5.9% 13 6.4% 4 2.0% 17 8.4%

組合員数 40 17.5% 62 27.1% 47 20.5% 30 13.1% 19 8.3% 15 6.6% 6 2.6% 10 4.4%

従業員数 61 26.6% 51 22.3% 35 15.3% 21 9.2% 17 7.4% 16 7.0% 12 5.2% 16 7.0%

組合員数 48 20.4% 57 24.3% 44 18.7% 20 8.5% 30 12.8% 23 9.8% 3 1.3% 10 4.3%

従業員数 51 21.7% 42 17.9% 42 17.9% 22 9.4% 24 10.2% 25 10.6% 9 3.8% 20 8.5%

組合員数 46 16.1% 73 25.6% 59 20.7% 22 7.7% 39 13.7% 38 13.3% 4 1.4% 4 1.4%

従業員数 71 24.9% 53 18.6% 64 22.5% 13 4.6% 21 7.4% 29 10.2% 19 6.7% 15 5.3%

組合員数 51 20.8% 59 24.1% 53 21.6% 29 11.8% 23 9.4% 22 9.0% 5 2.0% 3 1.2%

従業員数 69 28.2% 56 22.9% 43 17.6% 15 6.1% 13 5.3% 23 9.4% 15 6.1% 11 4.5%

組合員数 43 21.0% 60 29.3% 42 20.5% 12 5.9% 24 11.7% 19 9.3% 1 0.5% 4 2.0%

従業員数 51 24.9% 51 24.9% 40 19.5% 15 7.3% 13 6.3% 14 6.8% 4 2.0% 17 8.3%

組合員数 40 17.5% 62 27.1% 47 20.5% 30 13.1% 19 8.3% 15 6.6% 6 2.6% 10 4.4%

従業員数 61 26.6% 51 22.3% 35 15.3% 21 9.2% 17 7.4% 16 7.0% 12 5.2% 16 7.0%

組合員数 48 20.4% 57 24.3% 44 18.7% 20 8.5% 30 12.8% 23 9.8% 3 1.3% 10 4.3%

従業員数 51 21.7% 42 17.9% 42 17.9% 22 9.4% 24 10.2% 25 10.6% 9 3.8% 20 8.5%

第第2244--11表表　　組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

100.0%

30
年

243 100.0%

29
年

283 100.0%

999 人 4,999 人 以　 上

３
年

235

（単位：件）

　　　規模
 年

30 人 5,000 人
不 明 合　計

未 満 99 人 299 人 499 人
30 ～ 100 ～ 300 ～ 500 ～ 1,000 ～

285 100.0%

３
年

235 100.0%

30
年

245 100.0%

元
年

203 100.0%

元
年

205 100.0%

第第2244－－22表表　　組組合合員員数数規規模模別別及及びび従従業業員員数数規規模模別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移（（全全労労委委））

（単位：件）

　　　規模
 年

30 人 30 ～ 100 ～ 300 ～ 500 ～ 1,000 ～ 5,000 人

２
年

229 100.0%

２
年

229 100.0%

不 明 合　計
未 満 99 人 299 人 499 人 999 人 4,999 人 以　 上

29
年

- 112 - - 113 -
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第第2277--11表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる調調整整前前例例のの有有無無別別係係属属件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 2277--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる調調整整前前例例のの有有無無別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

  

((66))  併併存存すするる組組合合ののああるる事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件中、併存する組合のある事件は７件・3.0％（２年 19 件・8.3％）であっ

た（第 28 表参照）。 

 

第第 2288 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる併併存存組組合合ののああるる事事件件のの係係属属状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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第第 2255--22 表表  組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（全全労労委委））  

  

 

((44))  合合同同労労組組事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件中、合同労組事件は 164 件・69.8％（２年 166 件・72.5％）、このうち駆

け込み訴え事件は 80 件・34.0％（同 93 件・40.6％）であった。合同労組事件に占める

駆け込み訴え事件の割合は 48.8％（同 56.0％）であった（第 26 表参照）。 

  

第第 2266 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる合合同同労労組組事事件件のの係係属属件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

((55))  調調整整前前例例のの有有無無別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を争議調整の前例の有無（同一の両当事者における過去の調整事件の有

無）別にみると、調整前例のある事件は 20 件・8.5％（２年 30 件・13.1％）であった

（第 27-１表参照）。 

また、調整事項との関連でみると、前例ありの場合、経済的事項の一時金（10.0％）

の割合が全数（3.2％）と比較して高いのに対し、非経済的事項の経営又は人事（15.0％）

の割合が全数（22.4％）と比較して低い（第 27-２表参照）。 

第２６表.xlsx■３年報＿26表＿合労・駆込＿推移＿除法

（単位：件）

(35.0%)
〈49.5%〉

(42.8%)
〈59.1%〉

(41.9%)
〈56.7%〉

(40.6%)
〈56.0%〉

(34.0%)
〈48.8%〉

２年 229 166 (72.5%) 93

　　　　　事件
　年

全事件 合同労組事件
駆け込み訴え事件

第第2266表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる合合同同労労組組事事件件のの係係属属件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

３年 235 164 (69.8%) 80

（注）1.　ここで集計対象とした合同労組は、企業の枠を超えて、主に中小企業の労働者を一定の地域単位で組織し、特定
　　　　企業への所属を条件としない個人加入できる組合をいう。　「一般労組」ないしは「地域ユニオン」などといわれている
　　　　組合については、原則としてこの範疇に含めた。
　　　2.　駆け込み訴え事件とは、労働者が調整事件となり得る状況が発生した後に合同労組に加入し、当該組合から当該
　　　　事項を調整事項として申請があった事件。
　　　3.　（　）内は全事件に対する割合。＜　＞ 内は合同労組事件に対する割合。

29年 283 200 (70.7%) 99

30年 243 176 (72.4%) 104

元年 203 150 (73.9%) 85

20220928修正_第25-1表、第25-2表.xlsx■３年報＿25表＿組合系統＿推移＿除法・全労

   その他の上部団体

29年 72 25.4% 112 39.4% 30 10.6% 13 4.6% 70 24.6% 284 100.0%

30年 69 28.4% 88 36.2% 36 14.8% 15 6.2% 50 20.6% 243 100.0%

元年 58 28.4% 69 33.8% 37 18.1% 23 11.3% 40 19.6% 204 100.0%

２年 43 18.8% 78 34.1% 39 17.0% 12 5.2% 69 30.1% 229 100.0%

３年 55 23.1% 69 29.0% 60 25.2% 30 12.6% 54 22.7% 238 100.0%

   その他の上部団体

29年 74 25.9% 112 39.2% 30 10.5% 13 4.5% 70 24.5% 286 100.0%

30年 71 29.0% 88 35.9% 36 14.7% 15 6.1% 50 20.4% 245 100.0%

元年 60 29.1% 69 33.5% 37 18.0% 23 11.2% 40 19.4% 206 100.0%

２年 43 18.8% 78 34.1% 39 17.0% 12 5.2% 69 30.1% 229 100.0%

３年 55 23.1% 69 29.0% 60 25.2% 30 12.6% 54 22.7% 238 100.0%

第第2255--11表表　　組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））
（単位：件）

　　 系統
　年

連合 全労連 上部団体なし 合計
うち全労協

（注）系統の異なる組合から連名の申請があったため、新規係属事件数と一致しない。

（注）系統の異なる組合から連名の申請があったため、新規係属事件数と一致しない。

第第2255--22表表　　組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（全全労労委委））
（単位：件）

　　　系統
　年

連合 全労連 上部団体なし 合計
うち全労協
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第第2277--11表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる調調整整前前例例のの有有無無別別係係属属件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 2277--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる調調整整前前例例のの有有無無別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

  

((66))  併併存存すするる組組合合ののああるる事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件中、併存する組合のある事件は７件・3.0％（２年 19 件・8.3％）であっ

た（第 28 表参照）。 

 

第第 2288 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる併併存存組組合合ののああるる事事件件のの係係属属状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  
  

- 114 - 

 

第第 2255--22 表表  組組合合系系統統別別新新規規係係属属事事件件数数のの推推移移  （（全全労労委委））  

  

 

((44))  合合同同労労組組事事件件のの新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件中、合同労組事件は 164 件・69.8％（２年 166 件・72.5％）、このうち駆

け込み訴え事件は 80 件・34.0％（同 93 件・40.6％）であった。合同労組事件に占める

駆け込み訴え事件の割合は 48.8％（同 56.0％）であった（第 26 表参照）。 

  

第第 2266 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる合合同同労労組組事事件件のの係係属属件件数数のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

((55))  調調整整前前例例のの有有無無別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件を争議調整の前例の有無（同一の両当事者における過去の調整事件の有

無）別にみると、調整前例のある事件は 20 件・8.5％（２年 30 件・13.1％）であった

（第 27-１表参照）。 

また、調整事項との関連でみると、前例ありの場合、経済的事項の一時金（10.0％）

の割合が全数（3.2％）と比較して高いのに対し、非経済的事項の経営又は人事（15.0％）

の割合が全数（22.4％）と比較して低い（第 27-２表参照）。 

第２８表.xlsx□３年報＿28表

（単位：件）

　　　　　　　事件
　　年

29年 283 37 ( 13.1 % )

30年 243 42 ( 17.3 % )

元年 203 12 ( 5.9 % )

２年 229 19 ( 8.3 % )

３年 235 7 ( 3.0 % )

併存組合のある事件

　（注）1.　（　　）内は新規係属事件に対する割合。
　　　　2.　併存組合のある事件とは、企業内に当事者以外の組合がある場合の事件をいう。

全　事　件

第第2288表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる併併存存組組合合ののああるる事事件件のの係係属属状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

第２７－１表、第２７－２表.xlsx27-2表

（単位：項目）

465 100.0% 40 100.0% 425 100.0%
177 38.1% 12 30.0% 165 38.8%
15 3.2% 1 2.5% 14 3.3%
15 3.2% 4 10.0% 11 2.6%
15 3.2% 0 0.0% 15 3.5%
132 28.4% 7 17.5% 125 29.4%
281 60.4% 26 65.0% 255 60.0%
104 22.4% 6 15.0% 98 23.1%
122 26.2% 10 25.0% 112 26.4%
12 2.6% 1 2.5% 11 2.6%
43 9.2% 9 22.5% 34 8.0%
7 1.5% 2 5.0% 5 1.2%

第27-2表 新規係属事件における調整前例の有無別調整事項の状況（行政執行法人を除く）

 調整事項 全数 前例あり 前例なし
合    計
 経済的事項

内
 
訳

賃金増額
一時金
労働時間・休日休暇
その他

 協約締結・全面改定

 非経済的事項

内
 
訳

経営又は人事
団交促進
組合承認・組合活動
その他

区分

第２７－１表、第２７－２表.xlsx27-1表

（単位：件）

29年 283 40 ( 14.1 % )

30年 243 46 ( 18.9 % )

元年 203 32 ( 15.8 % )

２年 229 30 ( 13.1 % )

３年 235 20 ( 8.5 % )

　（注）　（　　）内は新規係属事件に対する割合。

調整前例のある事件
　　　　　   事件
　　年

全事件

第第2277--11表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる調調整整前前例例のの有有無無別別係係属属件件数数のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））
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第第 2299--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別調調整整事事項項のの状状況況  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

３３  調調整整内内容容のの特特徴徴  

((11))  調調整整事事項項別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件 235 件に係る調整事項数 465 項目（２年 451 項目）のうち、経済的事項

が 177 項目・38.1％（同 165 項目・36.6％）、非経済的事項が 281 項目・60.4％（同 279

項目・61.9％）、協約締結・全面改定が７項目・1.5％（同７項目・1.6％）となっている。 

また、２年と比べると、経済的事項は 12 項目増加し、非経済的事項は２項目増加し

た。経済的事項のうち、賃金増額は 15 項目・3.2％（同 12 項目・2.7％）、一時金は 15

項目・3.2％（同 25 項目・5.5％）、労働時間・休日休暇は 15 項目・3.2％（同 14 項目・

3.1％）であった。非経済的事項のうち、団交促進は 122 項目・26.2％（同 124 項目・

27.5％）、経営又は人事は 104 項目・22.4％（同 88 項目・19.5％）、組合承認・組合活動

は 12 項目・2.6％（同 20 項目・4.4％）であった（第 30-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、新規係属事件 235 件に係る調整事項数 465 項目（同 451

項目）のうち、経済的事項が 177 項目・38.1％（同 165 項目・36.6％）、非経済的事項が

281 項目・60.4％（同 279 項目・61.9％）、協約締結・全面改定が７項目・1.5％（同７項

目・1.6％）となっている。 

また、２年と比べると、経済的事項は 12 項目増加し、非経済的事項は２項目増加し

た。経済的事項のうち、賃金増額は 15 項目・3.2％（同 12 項目・2.7％）、一時金は 15

項目・3.2％（同 25 項目・5.5％）、労働時間・休日休暇は 15 項目・3.2％（同 14 項目・

3.1％）であった。非経済的事項のうち、経営又は人事は 104 項目・22.4％（同 88 項目・

19.5％）、団交促進は 122 項目・26.2％（同 124 項目・27.5％）、組合承認・組合活動は

12 項目・2.6％（同 20 項目・4.4％）であった（第 30-２表参照）。 

313 100.0% 89 100.0% 60 100.0% 14 100.0% 37 100.0% 513 100.0%
123 39.3% 33 37.1% 19 31.7% 2 14.3% 22 59.5% 199 38.8%
11 3.5% 2 2.2% 3 5.0% 0 0.0% 2 5.4% 18 3.5%

内 13 4.2% 3 3.4% 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 18 3.5%
訳 12 3.8% 4 4.5% 1 1.7% 0 0.0% 2 5.4% 19 3.7%

87 27.8% 24 27.0% 13 21.7% 2 14.3% 18 48.6% 144 28.1%
183 58.5% 54 60.7% 41 68.3% 12 85.7% 15 40.5% 305 59.5%
61 19.5% 24 27.0% 20 33.3% 5 35.7% 4 10.8% 114 22.2%

内 86 27.5% 20 22.5% 18 30.0% 4 28.6% 5 13.5% 133 25.9%
訳 11 3.5% 1 1.1% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 13 2.5%

25 8.0% 9 10.1% 2 3.3% 3 21.4% 6 16.2% 45 8.8%
7 2.2% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 1.8%

その他

（単位：項目）
                 就労状況
  調整事項

正社員
パート・

アルバイト
契約社員 派遣労働者 その他 合 計

合   計
 経済的事項

賃金増額
一時金
労働時間・休日休暇

（注）組合構成員には複数の就労状況があるため、計は新規係属事件235件に係る調整事項数465項目と一致しない。

 非経済的事項
経営又は人事
団交促進
組合承認・組合活動
その他

 協約締結・全面改定
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((77))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況  

 新規係属事件における組合構成員の就労状況は、正社員が 154 件・61.4％(２年 162

件・66.7％)、パート・アルバイトが 33 件・13.1％（同 30 件・12.3％）、契約社員が 36

件・14.3％(同 25 件・10.3％)、派遣労働者が 11 件・4.4％(同９件・3.7％)、その他が

17 件・6.8％（同 17 件・7.0％）となっている（第 29-１表、図２参照）。 

 

第第 2299--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別割割合合のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

図図２２  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく）） 

 

  

((88))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別調調整整事事項項  

新規係属事件における調整事項を組合構成員の就労状況別にみると、正社員は経済的

事項の一時金（4.2％）、非経済的事項の団交促進（27.5％）、組合承認・組合活動（3.5％）

の割合が合計（それぞれ 3.5％、25.9%、2.5％）と比較して高く、パート・アルバイトで

は経済的事項の労働時間・休日休暇（4.5％）、非経済的事項の経営又は人事（27.0％）

の割合が合計（それぞれ 3.7％、22.2％）と比較して高く、契約社員では経済的事項の

賃金増額（5.0％）、非経済的事項の経営又は人事（33.3％）、団交促進（30.0％）の割合

が合計（それぞれ 3.5％、22.2%、25.9％）と比較して高い（第 29-２表参照）。 

 

第２９－１表（＋図２）、第２９－２表.xlsx■29-1表＋図２

29年 189 62.4% 40 13.2% 42 13.9% 12 4.0% 20 6.6% 303 100.0%

30年 167 61.4% 33 12.1% 57 21.0% 7 2.6% 8 2.9% 272 100.0%

元年 134 63.2% 23 10.8% 28 13.2% 6 2.8% 21 9.9% 212 100.0%

２年 162 66.7% 30 12.3% 25 10.3% 9 3.7% 17 7.0% 243 100.0%

３年 154 61.4% 33 13.1% 36 14.3% 11 4.4% 17 6.8% 251 100.0%

（注）組合構成員には複数の就労状況がある。

（単位：件）

第29-1表 新規係属事件における組合構成員の就労状況別割合の推移（行政執行法人を除く）

　　　　就労
　　　　 　 状況
　　年

合　計正社員
パート・
アルバイト

契約社員 派遣労働者 その他

63.2%

66.7%

61.4%

10.8%

12.3%

13.1%

13.2%

10.3%

14.3%

2.8%

3.7%

4.4%

9.9%

7.0%

6.8%

元年

２年

３年

正社員

パート・アルバイト

契約社員

派遣労働者

その他

第２９－１表（＋図２）、第２９－２表.xlsx■29-1表＋図２

29年 189 62.4% 40 13.2% 42 13.9% 12 4.0% 20 6.6% 303 100.0%

30年 167 61.4% 33 12.1% 57 21.0% 7 2.6% 8 2.9% 272 100.0%

元年 134 63.2% 23 10.8% 28 13.2% 6 2.8% 21 9.9% 212 100.0%

２年 162 66.7% 30 12.3% 25 10.3% 9 3.7% 17 7.0% 243 100.0%

３年 154 61.4% 33 13.1% 36 14.3% 11 4.4% 17 6.8% 251 100.0%

（注）組合構成員には複数の就労状況がある。

（単位：件）

第29-1表 新規係属事件における組合構成員の就労状況別割合の推移（行政執行法人を除く）

　　　　就労
　　　　 　 状況
　　年

合　計正社員
パート・

アルバイト
契約社員 派遣労働者 その他

63.2%

66.7%

61.4%

10.8%

12.3%

13.1%

13.2%

10.3%

14.3%

2.8%

3.7%

4.4%

9.9%

7.0%

6.8%

元年

２年

３年

正社員

パート・アルバイト

契約社員

派遣労働者

その他
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第第 2299--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別調調整整事事項項のの状状況況  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

 

３３  調調整整内内容容のの特特徴徴  

((11))  調調整整事事項項別別新新規規係係属属状状況況  

新規係属事件 235 件に係る調整事項数 465 項目（２年 451 項目）のうち、経済的事項

が 177 項目・38.1％（同 165 項目・36.6％）、非経済的事項が 281 項目・60.4％（同 279

項目・61.9％）、協約締結・全面改定が７項目・1.5％（同７項目・1.6％）となっている。 

また、２年と比べると、経済的事項は 12 項目増加し、非経済的事項は２項目増加し

た。経済的事項のうち、賃金増額は 15 項目・3.2％（同 12 項目・2.7％）、一時金は 15

項目・3.2％（同 25 項目・5.5％）、労働時間・休日休暇は 15 項目・3.2％（同 14 項目・

3.1％）であった。非経済的事項のうち、団交促進は 122 項目・26.2％（同 124 項目・

27.5％）、経営又は人事は 104 項目・22.4％（同 88 項目・19.5％）、組合承認・組合活動

は 12 項目・2.6％（同 20 項目・4.4％）であった（第 30-１表参照）。 

なお、これを全労委でみると、新規係属事件 235 件に係る調整事項数 465 項目（同 451

項目）のうち、経済的事項が 177 項目・38.1％（同 165 項目・36.6％）、非経済的事項が

281 項目・60.4％（同 279 項目・61.9％）、協約締結・全面改定が７項目・1.5％（同７項

目・1.6％）となっている。 

また、２年と比べると、経済的事項は 12 項目増加し、非経済的事項は２項目増加し

た。経済的事項のうち、賃金増額は 15 項目・3.2％（同 12 項目・2.7％）、一時金は 15

項目・3.2％（同 25 項目・5.5％）、労働時間・休日休暇は 15 項目・3.2％（同 14 項目・

3.1％）であった。非経済的事項のうち、経営又は人事は 104 項目・22.4％（同 88 項目・

19.5％）、団交促進は 122 項目・26.2％（同 124 項目・27.5％）、組合承認・組合活動は

12 項目・2.6％（同 20 項目・4.4％）であった（第 30-２表参照）。 

313 100.0% 89 100.0% 60 100.0% 14 100.0% 37 100.0% 513 100.0%
123 39.3% 33 37.1% 19 31.7% 2 14.3% 22 59.5% 199 38.8%
11 3.5% 2 2.2% 3 5.0% 0 0.0% 2 5.4% 18 3.5%

内 13 4.2% 3 3.4% 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 18 3.5%
訳 12 3.8% 4 4.5% 1 1.7% 0 0.0% 2 5.4% 19 3.7%

87 27.8% 24 27.0% 13 21.7% 2 14.3% 18 48.6% 144 28.1%
183 58.5% 54 60.7% 41 68.3% 12 85.7% 15 40.5% 305 59.5%
61 19.5% 24 27.0% 20 33.3% 5 35.7% 4 10.8% 114 22.2%

内 86 27.5% 20 22.5% 18 30.0% 4 28.6% 5 13.5% 133 25.9%
訳 11 3.5% 1 1.1% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 13 2.5%

25 8.0% 9 10.1% 2 3.3% 3 21.4% 6 16.2% 45 8.8%
7 2.2% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 1.8%

その他

（単位：項目）
                 就労状況
  調整事項

正社員
パート・

アルバイト
契約社員 派遣労働者 その他 合 計

合   計
 経済的事項

賃金増額
一時金
労働時間・休日休暇

（注）組合構成員には複数の就労状況があるため、計は新規係属事件235件に係る調整事項数465項目と一致しない。

 非経済的事項
経営又は人事
団交促進
組合承認・組合活動
その他

 協約締結・全面改定
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((77))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況  

 新規係属事件における組合構成員の就労状況は、正社員が 154 件・61.4％(２年 162

件・66.7％)、パート・アルバイトが 33 件・13.1％（同 30 件・12.3％）、契約社員が 36

件・14.3％(同 25 件・10.3％)、派遣労働者が 11 件・4.4％(同９件・3.7％)、その他が

17 件・6.8％（同 17 件・7.0％）となっている（第 29-１表、図２参照）。 

 

第第 2299--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別割割合合のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

図図２２  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく）） 

 

  

((88))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合構構成成員員のの就就労労状状況況別別調調整整事事項項  

新規係属事件における調整事項を組合構成員の就労状況別にみると、正社員は経済的

事項の一時金（4.2％）、非経済的事項の団交促進（27.5％）、組合承認・組合活動（3.5％）

の割合が合計（それぞれ 3.5％、25.9%、2.5％）と比較して高く、パート・アルバイトで

は経済的事項の労働時間・休日休暇（4.5％）、非経済的事項の経営又は人事（27.0％）

の割合が合計（それぞれ 3.7％、22.2％）と比較して高く、契約社員では経済的事項の

賃金増額（5.0％）、非経済的事項の経営又は人事（33.3％）、団交促進（30.0％）の割合

が合計（それぞれ 3.5％、22.2%、25.9％）と比較して高い（第 29-２表参照）。 

 

第２９－１表（＋図２）、第２９－２表.xlsx■29-1表＋図２

29年 189 62.4% 40 13.2% 42 13.9% 12 4.0% 20 6.6% 303 100.0%

30年 167 61.4% 33 12.1% 57 21.0% 7 2.6% 8 2.9% 272 100.0%

元年 134 63.2% 23 10.8% 28 13.2% 6 2.8% 21 9.9% 212 100.0%

２年 162 66.7% 30 12.3% 25 10.3% 9 3.7% 17 7.0% 243 100.0%

３年 154 61.4% 33 13.1% 36 14.3% 11 4.4% 17 6.8% 251 100.0%

（注）組合構成員には複数の就労状況がある。

（単位：件）

第29-1表 新規係属事件における組合構成員の就労状況別割合の推移（行政執行法人を除く）

　　　　就労
　　　　 　 状況
　　年

合　計正社員
パート・

アルバイト
契約社員 派遣労働者 その他

63.2%

66.7%

61.4%

10.8%

12.3%

13.1%

13.2%

10.3%

14.3%

2.8%

3.7%

4.4%

9.9%

7.0%

6.8%

元年

２年

３年

正社員

パート・アルバイト

契約社員

派遣労働者

その他

第29-2表 新規係属事件における組合構成員の就労状況別調整事項の状況 （行政執行法人を除く）

313 100.0% 89 100.0% 60 100.0% 14 100.0% 37 100.0% 513 100.0%
123 39.3% 33 37.1% 19 31.7% 2 14.3% 22 59.5% 199 38.8%
11 3.5% 2 2.2% 3 5.0% 0 0.0% 2 5.4% 18 3.5%

内 13 4.2% 3 3.4% 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 18 3.5%
訳 12 3.8% 4 4.5% 1 1.7% 0 0.0% 2 5.4% 19 3.7%

87 27.8% 24 27.0% 13 21.7% 2 14.3% 18 48.6% 144 28.1%
183 58.5% 54 60.7% 41 68.3% 12 85.7% 15 40.5% 305 59.5%
61 19.5% 24 27.0% 20 33.3% 5 35.7% 4 10.8% 114 22.2%

内 86 27.5% 20 22.5% 18 30.0% 4 28.6% 5 13.5% 133 25.9%
訳 11 3.5% 1 1.1% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 13 2.5%

25 8.0% 9 10.1% 2 3.3% 3 21.4% 6 16.2% 45 8.8%
7 2.2% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 1.8%

（注）組合構成員には複数の就労状況があるため、計は新規係属事件235件に係る調整事項数465項目と一致しない。

 非経済的事項
経営又は人事
団交促進
組合承認・組合活動
その他

 協約締結・全面改定

その他

（単位：項目）
                 就労状況
  調整事項

正社員
パート・

アルバイト
契約社員 派遣労働者 その他 合 計

合   計
 経済的事項

賃金増額
一時金
労働時間・休日休暇
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((22))  新新規規係係属属事事件件１１件件当当たたりりのの平平均均調調整整事事項項数数  

新規係属事件１事件当たり（行政執行法人を除く）の平均調整事項数は 1.98 項目（２

年 1.97 項目）であった（第 30-１表参照）。 

 

第第 3311--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる賃賃金金増増額額、、一一時時金金及及びび解解雇雇･･人人員員整整理理事事件件数数のの月月別別推推移移      

  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 3311--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる賃賃金金増増額額、、一一時時金金及及びび解解雇雇・・人人員員整整理理事事件件数数のの月月別別推推移移  

（（全全労労委委））  
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第第 3300--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

  

第第 3300--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移  （（全全労労委委））  

  

  

第３０－１表、第３０－２表.xlsx■３年報＿３０表＿調整事項＿推移

509 100.0% 473 100.0% 413 100.0% 451 100.0% 465 100.0%

186 36.5% 186 39.3% 156 37.8% 165 36.6% 177 38.1%

19 3.7% 13 2.7% 12 2.9% 12 2.7% 15 3.2%

内 26 5.1% 28 5.9% 27 6.5% 25 5.5% 15 3.2%

訳 24 4.7% 23 4.9% 22 5.3% 14 3.1% 15 3.2%

117 23.0% 122 25.8% 95 23.0% 114 25.3% 132 28.4%

318 62.5% 283 59.8% 254 61.5% 279 61.9% 281 60.4%

95 18.7% 106 22.4% 81 19.6% 88 19.5% 104 22.4%

内 151 29.7% 117 24.7% 116 28.1% 124 27.5% 122 26.2%

訳 22 4.3% 16 3.4% 12 2.9% 20 4.4% 12 2.6%

50 9.8% 44 9.3% 45 10.9% 47 10.4% 43 9.2%

5 1.0% 4 0.8% 3 0.7% 7 1.6% 7 1.5%

511〔6〕 100.0% 475〔7〕 100.0% 415〔2〕 100.0% 451〔4〕 100.0% 465〔2〕 100.0%

188〔5〕 36.8% 188〔2〕 39.6% 158〔2〕 39.9% 165〔2〕 36.6% 177〔1〕 38.1%

21〔5〕 4.1% 15〔2〕 3.2% 14〔2〕 4.6% 12 2.7% 15 3.2%

内 26 5.1% 28 5.9% 27 6.2% 25 5.5% 15 3.2%

訳 24 4.7% 23 4.8% 22 3.7% 14 3.1% 15 3.2%

117 22.9% 122 25.7% 95 25.6% 114〔2〕 25.3% 132〔1〕 28.4%

318〔1〕 62.2% 283〔5〕 59.6% 254 59.2% 279〔2〕 61.9% 281〔1〕 60.4%

95 18.6% 106 22.3% 81 19.7% 88〔2〕 19.5% 104 22.4%

内 151〔1〕 29.5% 117〔3〕 24.6% 116 26.3% 124 27.5% 122〔1〕 26.2%

訳 22 4.3% 16 3.4% 12 4.3% 20 4.4% 12 2.6%

50 9.8% 44〔2〕 9.3% 45 9.0% 47 10.4% 43 9.2%

5 1.0% 4 0.8% 3 0.9% 7 1.6% 7 1.5%

第第3300--11表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

３年

235

1.98

３年元年

元年

203

一時金

労働時間・休日休暇

その他

非経済的事項

協約締結・全面改定

　　　　　　   年
　調整事項

29年

（注）1. 複数の調整事項を含む事件もあるため、合計は総事件数に一致しない。

（注）2. 〔　〕内は中労委取扱い件数で内数。

2.02
（一事件あたり）

その他

協約締結・全面改定

総事件数 235

平均調整事項数
1.981.79 1.94

205

組合承認・組合活動

30年
　　　　　　   年
　調整事項

285 245

一時金

　合　計

経済的事項

賃金増額

29年

労働時間・休日休暇

その他

非経済的事項

経営又は人事

団交促進

30年

243

合　計

経済的事項

賃金増額

その他

団交促進

（一事件あたり）

総事件数

2.031.95

第第3300--22表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移（（全全労労委委））

（単位：項目）

２年

229

1.97

（単位：項目）

２年

229

1.97

（注） 複数の調整事項を含む事件もあるため、合計は総事件数に一致しない。

経営又は人事

平均調整事項数

283

1.80

組合承認・組合活動

第３０－１表、第３０－２表.xlsx■３年報＿３０表＿調整事項＿推移

509 100.0% 473 100.0% 413 100.0% 451 100.0% 465 100.0%

186 36.5% 186 39.3% 156 37.8% 165 36.6% 177 38.1%

19 3.7% 13 2.7% 12 2.9% 12 2.7% 15 3.2%

内 26 5.1% 28 5.9% 27 6.5% 25 5.5% 15 3.2%

訳 24 4.7% 23 4.9% 22 5.3% 14 3.1% 15 3.2%

117 23.0% 122 25.8% 95 23.0% 114 25.3% 132 28.4%

318 62.5% 283 59.8% 254 61.5% 279 61.9% 281 60.4%

95 18.7% 106 22.4% 81 19.6% 88 19.5% 104 22.4%

内 151 29.7% 117 24.7% 116 28.1% 124 27.5% 122 26.2%

訳 22 4.3% 16 3.4% 12 2.9% 20 4.4% 12 2.6%

50 9.8% 44 9.3% 45 10.9% 47 10.4% 43 9.2%

5 1.0% 4 0.8% 3 0.7% 7 1.6% 7 1.5%

511〔6〕 100.0% 475〔7〕 100.0% 415〔2〕 100.0% 451〔4〕 100.0% 465〔2〕 100.0%

188〔5〕 36.8% 188〔2〕 39.6% 158〔2〕 39.9% 165〔2〕 36.6% 177〔1〕 38.1%

21〔5〕 4.1% 15〔2〕 3.2% 14〔2〕 4.6% 12 2.7% 15 3.2%

内 26 5.1% 28 5.9% 27 6.2% 25 5.5% 15 3.2%

訳 24 4.7% 23 4.8% 22 3.7% 14 3.1% 15 3.2%

117 22.9% 122 25.7% 95 25.6% 114〔2〕 25.3% 132〔1〕 28.4%

318〔1〕 62.2% 283〔5〕 59.6% 254 59.2% 279〔2〕 61.9% 281〔1〕 60.4%

95 18.6% 106 22.3% 81 19.7% 88〔2〕 19.5% 104 22.4%

内 151〔1〕 29.5% 117〔3〕 24.6% 116 26.3% 124 27.5% 122〔1〕 26.2%

訳 22 4.3% 16 3.4% 12 4.3% 20 4.4% 12 2.6%

50 9.8% 44〔2〕 9.3% 45 9.0% 47 10.4% 43 9.2%

5 1.0% 4 0.8% 3 0.9% 7 1.6% 7 1.5%

第第3300--11表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

３年

235

1.98

３年元年

元年

203

一時金

労働時間・休日休暇

その他

非経済的事項

協約締結・全面改定

　　　　　　   年
　調整事項

29年

（注）1. 複数の調整事項を含む事件もあるため、合計は総事件数に一致しない。

（注）2. 〔　〕内は中労委取扱い件数で内数。

2.02
（一事件あたり）

その他

協約締結・全面改定

総事件数 235

平均調整事項数
1.981.79 1.94

205

組合承認・組合活動

30年
　　　　　　   年
　調整事項

285 245

一時金

　合　計

経済的事項

賃金増額

29年

労働時間・休日休暇

その他

非経済的事項

経営又は人事

団交促進

30年

243

合　計

経済的事項

賃金増額

その他

団交促進

（一事件あたり）

総事件数

2.031.95

第第3300--22表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移（（全全労労委委））

（単位：項目）

２年

229

1.97

（単位：項目）

２年

229

1.97

（注） 複数の調整事項を含む事件もあるため、合計は総事件数に一致しない。

経営又は人事

平均調整事項数

283

1.80

組合承認・組合活動
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((22))  新新規規係係属属事事件件１１件件当当たたりりのの平平均均調調整整事事項項数数  

新規係属事件１事件当たり（行政執行法人を除く）の平均調整事項数は 1.98 項目（２

年 1.97 項目）であった（第 30-１表参照）。 

 

第第 3311--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる賃賃金金増増額額、、一一時時金金及及びび解解雇雇･･人人員員整整理理事事件件数数のの月月別別推推移移      

  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 3311--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる賃賃金金増増額額、、一一時時金金及及びび解解雇雇・・人人員員整整理理事事件件数数のの月月別別推推移移  

（（全全労労委委））  

 

- 118 - 

 

第第 3300--11 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  

  

第第 3300--22 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる労労働働争争議議調調整整事事項項のの推推移移  （（全全労労委委））  

  

  

調整事項 年 合計 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
29年 19 0 0 2 0 1 2 3 2 0 3 3 3
30年 13 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2
元年 12 1 0 0 0 1 3 2 2 2 0 1 0
２年 12 0 0 2 3 0 2 2 0 2 1 0 0
３年 15 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 5 1
29年 26 1 7 3 0 1 1 4 3 1 0 3 2
30年 28 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 1 4
元年 27 2 3 1 0 1 2 3 2 3 2 1 7
２年 25 0 2 4 2 0 2 2 1 4 2 3 3
３年 15 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3 1
29年 63 7 4 4 5 4 5 5 6 3 6 5 9
30年 62 4 4 12 4 3 7 7 6 4 1 4 6
元年 44 1 2 4 3 2 2 5 7 3 7 5 3
２年 49 4 1 4 2 3 5 7 5 2 5 4 7
３年 59 3 3 8 3 6 3 9 4 4 4 10 2

調整事項 年 合計 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
29年 21 0 0 2 0 3 2 3 2 0 3 3 3
30年 15 0 1 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2
元年 14 1 0 0 0 3 3 2 2 2 0 1 0
２年 12 0 0 2 3 0 2 2 0 2 1 0 0
３年 15 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 5 1
29年 26 1 7 3 0 1 1 4 3 1 0 3 2
30年 28 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 1 4
元年 27 2 3 1 0 1 2 3 2 3 2 1 7
２年 25 0 2 4 2 0 2 2 1 4 2 3 3
３年 15 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3 1
29年 63 7 4 4 5 4 5 5 6 3 6 5 9
30年 62 4 4 12 4 3 7 7 6 4 1 4 6
元年 44 1 2 4 3 2 2 5 7 3 7 5 3
２年 49 4 1 4 2 3 5 7 5 2 5 4 7
３年 59 3 3 8 3 6 3 9 4 4 4 10 2

第31-１表 新規係属事件における賃金増額、一時金及び解雇･人員整理事件数の月別推移

（行政執行法人を除く）

第31-２表 新規係属事件における賃金増額、一時金及び解雇･人員整理事件数の月別推移

（全労委）

（注）解雇・人員整理事件とは、調整事項に経営又は人事中の細分類である「解雇」又は「人員
整理」を含むもの（調整事項の詳細については巻末統計表第16、17表参照）。

賃
金
増
額

（単位：件）

一
時
金

人
員
整
理

解
雇
・

（注）解雇・人員整理事件とは、調整事項に経営又は人事中の細分類である「解雇」又は「人員
整理」を含むもの（調整事項の詳細については巻末統計表第16、17表参照）。

（単位：件）

賃
金
増
額

一
時
金

人
員
整
理

解
雇
・

調整事項 年 合計 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
29年 19 0 0 2 0 1 2 3 2 0 3 3 3
30年 13 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2
元年 12 1 0 0 0 1 3 2 2 2 0 1 0
２年 12 0 0 2 3 0 2 2 0 2 1 0 0
３年 15 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 5 1
29年 26 1 7 3 0 1 1 4 3 1 0 3 2
30年 28 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 1 4
元年 27 2 3 1 0 1 2 3 2 3 2 1 7
２年 25 0 2 4 2 0 2 2 1 4 2 3 3
３年 15 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3 1
29年 63 7 4 4 5 4 5 5 6 3 6 5 9
30年 62 4 4 12 4 3 7 7 6 4 1 4 6
元年 44 1 2 4 3 2 2 5 7 3 7 5 3
２年 49 4 1 4 2 3 5 7 5 2 5 4 7
３年 59 3 3 8 3 6 3 9 4 4 4 10 2

調整事項 年 合計 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
29年 21 0 0 2 0 3 2 3 2 0 3 3 3
30年 15 0 1 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2
元年 14 1 0 0 0 3 3 2 2 2 0 1 0
２年 12 0 0 2 3 0 2 2 0 2 1 0 0
３年 15 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 5 1
29年 26 1 7 3 0 1 1 4 3 1 0 3 2
30年 28 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 1 4
元年 27 2 3 1 0 1 2 3 2 3 2 1 7
２年 25 0 2 4 2 0 2 2 1 4 2 3 3
３年 15 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3 1
29年 63 7 4 4 5 4 5 5 6 3 6 5 9
30年 62 4 4 12 4 3 7 7 6 4 1 4 6
元年 44 1 2 4 3 2 2 5 7 3 7 5 3
２年 49 4 1 4 2 3 5 7 5 2 5 4 7
３年 59 3 3 8 3 6 3 9 4 4 4 10 2

第31-１表 新規係属事件における賃金増額、一時金及び解雇･人員整理事件数の月別推移

（行政執行法人を除く）

第31-２表 新規係属事件における賃金増額、一時金及び解雇･人員整理事件数の月別推移

（全労委）

（注）解雇・人員整理事件とは、調整事項に経営又は人事中の細分類である「解雇」又は「人員
整理」を含むもの（調整事項の詳細については巻末統計表第16、17表参照）。

賃
金
増
額

（単位：件）

一
時
金

人
員
整
理

解
雇
・

（注）解雇・人員整理事件とは、調整事項に経営又は人事中の細分類である「解雇」又は「人員
整理」を含むもの（調整事項の詳細については巻末統計表第16、17表参照）。

（単位：件）

賃
金
増
額

一
時
金

人
員
整
理

解
雇
・
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((44))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる産産業業別別調調整整事事項項  

新規係属事件の調整事項についてみると、製造業が 51 項目（２年 47 項目）、運輸業，

郵便業が 53 項目（同 64 項目）、医療，福祉が 75 項目（同 86 項目）、サービス業が 68 項

目（同 46 項目）、教育，学習支援業が 47 項目（同 44 項目）となっている。産業別の全

調整事項に占める経済的事項の割合は、製造業で 35.3％(同 42.6％)、運輸業，郵便業で

30.2％(同 29.7％)、医療，福祉で 29.3％(同 36.0％)、サービス業で 41.2％(同 47.8％)、

教育，学習支援業で 34.0％(同 25.0％)となっている。同じく非経済的事項の割合は、製

造業で 64.7％(同 55.3％)、運輸業，郵便業で 64.2％(同 68.8％)、医療，福祉で 66.7％

(同 62.8％)、サービス業で 58.8％(同 50.0％)、教育，学習支援業で 63.8％（同 72.7％）

となっている（第 32 表参照）。 

 

第第 3322 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる産産業業別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

((55))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合員員数数規規模模別別調調整整事事項項  

新規係属事件の調整事項を組合員数規模別にみると、組合員数 99 人以下では経済的

事項 69 項目・35.2％（２年 74 項目・37.8％）、非経済的事項 122 項目・62.2％（同 118

項目・60.2％）、100 人以上 499 人以下では経済的事項 45 項目・33.8％（同 56 項目・

36.6％）、非経済的事項 86 項目・64.7％（同 96 項目・62.7％）、500 人以上 4,999 人以

下では経済的事項 48 項目・44.9％（同 20 項目・29.9％）、非経済的事項 59 項目・55.1％

（同 45 項目・67.2％）、5,000 人以上では経済的事項２項目・50.0％（同６項目・46.2％）、

非経済的事項２項目・50.0％（同７項目・53.8％）となっている（第 33 表、巻末統計表

第 16 表参照）。 
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((33))  新新規規係係属属事事件件調調整整事事項項別別事事件件構構成成  

新規係属事件の調整事項別事件構成については、調整事項に団交促進を含む事件（以

下では「団交事件」という。）は 122 件・51.9％（２年 124 件・54.1％）であった。賃金

等に関するものを調整事項に含む事件（以下では「賃金事件」という。）は 101 件・43.0％

（同 80 件・35.0％）であった。経営又は人事に関するものを調整事項に含む事件（以下

では「経営・人事事件」という。）は 94 件・40.0％（同 81 件・35.4％）であった（図３

参照）。これらの事件の調整事項の重なりをみると、賃金事件かつ経営・人事事件は 35

件・14.9％（同 32 件・14.0％）、賃金事件かつ団交事件は 45 件・19.1％（同 37 件・

16.2％）、経営・人事事件かつ団交事件は 40 件・17.0％（同 33 件・14.4％）となってい

る（図３参照）。 

 

図図３３  新新規規係係属属事事件件調調整整事事項項別別事事件件構構成成（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

  

図３_新規係属事件調整事項別事件構成（行政執行法人を除く）.xlsx■図３

　

団交事件…調整事項に団交促進（v）を含む事件

賃金事件…調整事項に賃金等に関するもの（d,e,f,g,h.i）を含む事件

経営・人事事件…調整事項に経営又は人事に関するもの（o,p,q,r,s,t）を含む事件

（注）各調整事項の詳細については巻末統計表第16表参照。

図図３３  新新規規係係属属事事件件調調整整事事項項別別事事件件構構成成（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

団交、賃金、経営･人事事件
以外20件（8.5％）

全事件（行政執行法人を除く）は 235件

　賃金又は、経営・人事を
　含む団交事件69件（29.4％）

団交事件122件（51.9%）

団交促進のみ

35件（14.9％）

賃金のみ

22件（9.4％）
経営･人事のみ

22件（9.4％）

賃金事件101件（43.0%） 経営･人事事件94件（40.0%）

16件

19件

29件 24件

18件

15件 13件
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((44))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる産産業業別別調調整整事事項項  

新規係属事件の調整事項についてみると、製造業が 51 項目（２年 47 項目）、運輸業，

郵便業が 53 項目（同 64 項目）、医療，福祉が 75 項目（同 86 項目）、サービス業が 68 項

目（同 46 項目）、教育，学習支援業が 47 項目（同 44 項目）となっている。産業別の全

調整事項に占める経済的事項の割合は、製造業で 35.3％(同 42.6％)、運輸業，郵便業で

30.2％(同 29.7％)、医療，福祉で 29.3％(同 36.0％)、サービス業で 41.2％(同 47.8％)、

教育，学習支援業で 34.0％(同 25.0％)となっている。同じく非経済的事項の割合は、製

造業で 64.7％(同 55.3％)、運輸業，郵便業で 64.2％(同 68.8％)、医療，福祉で 66.7％

(同 62.8％)、サービス業で 58.8％(同 50.0％)、教育，学習支援業で 63.8％（同 72.7％）

となっている（第 32 表参照）。 

 

第第 3322 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる産産業業別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

((55))  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合員員数数規規模模別別調調整整事事項項  

新規係属事件の調整事項を組合員数規模別にみると、組合員数 99 人以下では経済的

事項 69 項目・35.2％（２年 74 項目・37.8％）、非経済的事項 122 項目・62.2％（同 118

項目・60.2％）、100 人以上 499 人以下では経済的事項 45 項目・33.8％（同 56 項目・

36.6％）、非経済的事項 86 項目・64.7％（同 96 項目・62.7％）、500 人以上 4,999 人以

下では経済的事項 48 項目・44.9％（同 20 項目・29.9％）、非経済的事項 59 項目・55.1％

（同 45 項目・67.2％）、5,000 人以上では経済的事項２項目・50.0％（同６項目・46.2％）、

非経済的事項２項目・50.0％（同７項目・53.8％）となっている（第 33 表、巻末統計表

第 16 表参照）。 
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((33))  新新規規係係属属事事件件調調整整事事項項別別事事件件構構成成  

新規係属事件の調整事項別事件構成については、調整事項に団交促進を含む事件（以

下では「団交事件」という。）は 122 件・51.9％（２年 124 件・54.1％）であった。賃金

等に関するものを調整事項に含む事件（以下では「賃金事件」という。）は 101 件・43.0％

（同 80 件・35.0％）であった。経営又は人事に関するものを調整事項に含む事件（以下

では「経営・人事事件」という。）は 94 件・40.0％（同 81 件・35.4％）であった（図３

参照）。これらの事件の調整事項の重なりをみると、賃金事件かつ経営・人事事件は 35

件・14.9％（同 32 件・14.0％）、賃金事件かつ団交事件は 45 件・19.1％（同 37 件・

16.2％）、経営・人事事件かつ団交事件は 40 件・17.0％（同 33 件・14.4％）となってい

る（図３参照）。 

 

図図３３  新新規規係係属属事事件件調調整整事事項項別別事事件件構構成成（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

  

465 100.0% 51 100.0% 53 100.0% 75 100.0% 68 100.0% 47 100.0% 171 100.0%
177 38.1% 18 35.3% 16 30.2% 22 29.3% 28 41.2% 16 34.0% 77 45.0%
15 3.2% 2 3.9% 2 3.8% 0 0.0% 4 5.9% 1 2.1% 6 3.5%

内 15 3.2% 2 3.9% 1 1.9% 1 1.3% 3 4.4% 2 4.3% 6 3.5%
訳 15 3.2% 2 3.9% 0 0.0% 3 4.0% 2 2.9% 3 6.4% 5 2.9%

132 28.4% 12 23.5% 13 24.5% 18 24.0% 19 27.9% 10 21.3% 60 35.1%
281 60.4% 33 64.7% 34 64.2% 50 66.7% 40 58.8% 30 63.8% 94 55.0%
104 22.4% 8 15.7% 9 17.0% 20 26.7% 19 27.9% 12 25.5% 36 21.1%

内 122 26.2% 18 35.3% 17 32.1% 19 25.3% 13 19.1% 16 34.0% 39 22.8%
訳 12 2.6% 2 3.9% 2 3.8% 0 0.0% 2 2.9% 0 0.0% 6 3.5%

43 9.2% 5 9.8% 6 11.3% 11 14.7% 6 8.8% 2 4.3% 13 7.6%
7 1.5% 0 0.0% 3 5.7% 3 4.0% 0 0.0% 1 2.1% 0 0.0%

（単位：項目）

（注） 調整事項の多い上位５つの産業とその他の産業（上位５つ以外のすべての産業）別に記載。

          産業分類
 調整事項

全産業 製造業
運輸業
郵便業

医療､福祉 サービス業
教育､

学習支援業
その他
の産業

団交促進
組合承認・組合活動
その他

協約締結･全面改定

第32表　新規係属事件における産業別調整事項の状況（行政執行法人を除く）

労働時間･休日休暇
その他

非経済的事項
経営又は人事

合   計
経済的事項

賃金増額
一時金
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５５  労労働働争争議議調調整整事事件件のの終終結結  

((11))  処処理理状状況況  

３年は２年からの繰越 40 件を含む係属事件 275 件（２年 281 件）のうち、214 件（同

241 件）が終結し、61 件（同 40 件）が翌年に繰り越された。終結した 214 件のうち、当

事者が調整を行うことに同意したもの（「調整あり」）は 152 件（同 153 件）、同意しなか

ったもの（「調整なし」）は 62 件（同 88 件）であった（チャートα参照）。 

 
((22))  調調整整をを行行っったた事事件件  

調整を行った結果、労使の合意を得られたものは 89 件（２年 99 件）、合意に至らなか

ったものは 63 件（同 54 件）であった。労使の合意を得られた 89 件について調整日数

（あっせん員、調停委員又は仲裁委員の指名日から終結日までの日数）をみると、開始

後 90 日以内に終結したものは、64 件・71.9％（同 67 件・67.7％）であり、開始から終

結まで 91 日以上かかったものは、25 件・28.1％(同 32 件・32.3％)であった。 

平均調整回数をみると、前者では 1.44 回（同 1.25 回）であったのに対し、後者では

3.24 回（同 3.16 回）であった。また、合意に至らなかった 63 件（同 54 件）の内訳を

みると、労使双方が譲歩しなかったものが 27 件（同 31 件）と最も多く、以下、双方譲

歩するも隔たりが大きいものが 26 件（同 12 件）、使用者側が譲歩しなかったものが２

件（同６件）、労働者側が譲歩しなかったものが１件（同１件）などとなっている（チャ

ートα参照）。 

 
((33))  調調整整をを行行わわななかかっったた事事件件  

被申請者が調整を行うことに同意しなかった事件 62 件（２年 88 件）の内訳をみると、

団交の過程での回答が限度であるなど譲歩の意思がないもの 37 件（同 49 件）、自主交

渉を続けたいとするもの９件（同 10 件）、自主解決したもの４件（同 14 件）、権利義務

の確認や不当労働行為性の判断など調整事項について司法又は不当労働行為判断を求

めたいとするもの２件（同６件）などとなっている（チャートα参照）。 

 
((44))  労労使使のの合合意意  

調整を行った結果、労使の合意が得られた 89 件（２年 99 件）以外に、労使間で自主

解決したものが４件（同 16 件）（「合意しない」の⑤の０件＋「調整なし」の③の４件。

チャートα参照）あり、これを加えると終結事件の 43.5％にあたる 93 件（同 115 件・

47.7％）で労使合意に至っている。 

 
((55))  解解決決状状況況  

３年に終結した調整事件 214 件（２年 241 件）のうち、取下・移管を除く 171 件（同
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第第 3333 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合員員数数規規模模別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

４４  ああっっせせんん員員のの構構成成  

新規係属事件 235 件（２年 229 件）のうち、あっせん員の指名がされた 198 件（同 208

件）について、あっせん員の構成をみると、公・労・使三者委員のみによる構成が 145

件・73.2％（同 149 件・71.6％）で最も多く、以下、事務局職員のみが 44 件・22.2％（同

38 件・18.3％）、委員及び事務局職員が８件・4.0％（同 17 件・8.2％）などとなってい

る（第 34 表参照）。 
 
第第3344表表    新新規規係係属属ああっっせせんん事事件件ににおおけけるるああっっせせんん員員のの構構成成状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

  

20220914修正_第33表.xlsx■３年報＿33表＿組合規模＿調整事項

（単位：項目）

196 100.0% 133 100.0% 107 100.0% 4 100.0% 25 100.0% 465 100.0%

69 35.2% 45 33.8% 48 44.9% 2 50.0% 13 52.0% 177 38.1%

6 3.0% 4 3.0% 5 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 15 3.2%

内 7 3.6% 4 3.0% 4 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 15 3.2%

訳 5 2.6% 6 4.5% 3 2.8% 0 0.0% 1 4.0% 15 3.2%

51 26.0% 31 23.3% 36 33.7% 2 50.0% 12 48.0% 132 28.4%

122 62.2% 86 64.7% 59 55.1% 2 50.0% 12 48.0% 281 60.4%

47 23.9% 30 22.6% 21 19.6% 1 25.0% 5 20.0% 104 22.4%

内 52 26.5% 34 25.5% 31 29.0% 0 0.0% 5 20.0% 122 26.2%

訳 7 3.6% 3 2.3% 1 0.9% 1 25.0% 0 0.0% 12 2.6%

16 8.2% 19 14.3% 6 5.6% 0 0.0% 2 8.0% 43 9.2%

5 2.6% 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 1.5%

5000人
以上

不　明 合　計
500人以上100人以上

4,999人以下
99人以下

499人以下
   　     組合員数
 調整事項

第第3333表表　　新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合員員数数規規模模別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

協約締結・全面改定

一時金

労働時間･休日休暇

その他

合      計

経済的事項

賃金増額

その他

非経済的事項

経営又は人事

団交促進

組合承認・組合活動

第３４表.xlsx■　３年報＿34表＿新規あっせん＿あっせん員構成＿推移

第第3344表表　　新新規規係係属属ああっっせせんん事事件件ににおおけけるるああっっせせんん員員のの構構成成状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））

三者
構成

公益
委員
のみ

その他 小計
委員＋
事務局
職員

委員＋
事務局
職員
以外

その他 小計
事務局
職員

労政
職員

その他 小計

29年 249 182 2 - 184 8 - - 8 57 - - 57

30年 221 166 1 - 167 12 - 1 13 41 - - 41

元年 177 130 2 - 132 14 - - 16 29 - - 29

２年 208 149 3 1 153 17 - - 17 38 - - 38

３年 198 145 1 - 146 8 - - 8 44 - - 44

（注） 集計対象は、新規係属あっせん事件のうち、同年中にあっせん員指名のあったもの。

　　　構成
　年

合
　
計

委員 委員＋非委員 非委員

（単位：件）
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５５  労労働働争争議議調調整整事事件件のの終終結結  

((11))  処処理理状状況況  

３年は２年からの繰越 40 件を含む係属事件 275 件（２年 281 件）のうち、214 件（同

241 件）が終結し、61 件（同 40 件）が翌年に繰り越された。終結した 214 件のうち、当

事者が調整を行うことに同意したもの（「調整あり」）は 152 件（同 153 件）、同意しなか

ったもの（「調整なし」）は 62 件（同 88 件）であった（チャートα参照）。 

 
((22))  調調整整をを行行っったた事事件件  

調整を行った結果、労使の合意を得られたものは 89 件（２年 99 件）、合意に至らなか

ったものは 63 件（同 54 件）であった。労使の合意を得られた 89 件について調整日数

（あっせん員、調停委員又は仲裁委員の指名日から終結日までの日数）をみると、開始

後 90 日以内に終結したものは、64 件・71.9％（同 67 件・67.7％）であり、開始から終

結まで 91 日以上かかったものは、25 件・28.1％(同 32 件・32.3％)であった。 

平均調整回数をみると、前者では 1.44 回（同 1.25 回）であったのに対し、後者では

3.24 回（同 3.16 回）であった。また、合意に至らなかった 63 件（同 54 件）の内訳を

みると、労使双方が譲歩しなかったものが 27 件（同 31 件）と最も多く、以下、双方譲

歩するも隔たりが大きいものが 26 件（同 12 件）、使用者側が譲歩しなかったものが２

件（同６件）、労働者側が譲歩しなかったものが１件（同１件）などとなっている（チャ

ートα参照）。 

 
((33))  調調整整をを行行わわななかかっったた事事件件  

被申請者が調整を行うことに同意しなかった事件 62 件（２年 88 件）の内訳をみると、

団交の過程での回答が限度であるなど譲歩の意思がないもの 37 件（同 49 件）、自主交

渉を続けたいとするもの９件（同 10 件）、自主解決したもの４件（同 14 件）、権利義務

の確認や不当労働行為性の判断など調整事項について司法又は不当労働行為判断を求

めたいとするもの２件（同６件）などとなっている（チャートα参照）。 

 
((44))  労労使使のの合合意意  

調整を行った結果、労使の合意が得られた 89 件（２年 99 件）以外に、労使間で自主

解決したものが４件（同 16 件）（「合意しない」の⑤の０件＋「調整なし」の③の４件。

チャートα参照）あり、これを加えると終結事件の 43.5％にあたる 93 件（同 115 件・

47.7％）で労使合意に至っている。 

 
((55))  解解決決状状況況  

３年に終結した調整事件 214 件（２年 241 件）のうち、取下・移管を除く 171 件（同
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第第 3333 表表  新新規規係係属属事事件件ににおおけけるる組組合合員員数数規規模模別別調調整整事事項項のの状状況況（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

 

４４  ああっっせせんん員員のの構構成成  

新規係属事件 235 件（２年 229 件）のうち、あっせん員の指名がされた 198 件（同 208

件）について、あっせん員の構成をみると、公・労・使三者委員のみによる構成が 145

件・73.2％（同 149 件・71.6％）で最も多く、以下、事務局職員のみが 44 件・22.2％（同

38 件・18.3％）、委員及び事務局職員が８件・4.0％（同 17 件・8.2％）などとなってい

る（第 34 表参照）。 
 
第第3344表表    新新規規係係属属ああっっせせんん事事件件ににおおけけるるああっっせせんん員員のの構構成成状状況況のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  
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204 件）の解決状況は、解決 94 件（同 105 件）、不調・打切 77 件（同 99 件）で、その

解決率は 55.0％（同 51.5％）であった（第 18 表、第 35-１表参照）。 

また、調整方法別の解決状況をみると、あっせんは、取下・移管 40 件（同 36 件）を

除く 192 件（同 190 件）中 93 件（同 104 件）が解決し、解決率は 48.4％（同 54.7％）

であった。調停は、取下・移管３件（同 0 件）を除く１件中１件（同２件中１件）が解

決し、解決率は 100.0％（同 50.0％）、仲裁は、取下・移管０件（同１件）を除く０件中

０件（同１件中０件）が解決し、解決率は０％であった。（第 36 表参照）。 
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204 件）の解決状況は、解決 94 件（同 105 件）、不調・打切 77 件（同 99 件）で、その

解決率は 55.0％（同 51.5％）であった（第 18 表、第 35-１表参照）。 

また、調整方法別の解決状況をみると、あっせんは、取下・移管 40 件（同 36 件）を

除く 192 件（同 190 件）中 93 件（同 104 件）が解決し、解決率は 48.4％（同 54.7％）

であった。調停は、取下・移管３件（同 0 件）を除く１件中１件（同２件中１件）が解

決し、解決率は 100.0％（同 50.0％）、仲裁は、取下・移管０件（同１件）を除く０件中

０件（同１件中０件）が解決し、解決率は０％であった。（第 36 表参照）。 
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第第 3366 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの終終結結状状況況のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
  

  

((66))  平平均均調調整整日日数数  

取下・移管を除く終結事件 169 件（あっせん 168 件、調停１件、仲裁０件）で、平均

調整日数は 69.9 日（あっせん 70.2 日、調停 12.0 日、仲裁０日）であった（第 37-１表

参照）。 

なお、これを全労委でみると、取下・移管を除く終結事件 169 件（あっせん 168 件、

調停１件、仲裁０件）で、平均調整日数は 69.9 日（あっせん 70.2 日、調停 12.0 日、仲

裁０日）であった（第 37-２表参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

件数 （内）
件数 （内） 件数 （内） 件数 （内） 件数 解決 件数 裁定 解決

解決 解決 解決 Ａ+Ｃ+ Ｂ+Ｄ+
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ+Ｃ Ｂ+Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｅ+Ｈ Ｇ+Ｉ

29年 43 74 68 150 50 224 118 0 3 2 2 0 0 0 43 227 120
30年 37 59 57 153 45 212 102 0 4 4 4 0 1 1 37 217 107
元年 41 52 47 112 37 164 84 2 1 1 1 0 0 0 43 165 85
２年 42 73 70 123 29 196 99 1 2 1 1 1 1 0 44 199 100
３年 40 45 43 146 50 191 93 3 4 1 1 0 0 0 43 195 94
29年 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元年 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
２年 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
３年 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

中労委

小  計

（単位：件）

あっせん案

年
不提示

調          停 仲          裁 合          計
あっせん案

あ     っ     せ     ん

提示
取下
移管

取下
移管

調停
案

提示
取下
移管

取下
移管中労委

及び
都道府
県労委
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第第 3355--11 表表  終終結結年年ででのの労労働働争争議議調調整整事事件件解解決決率率のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

  

第第 3355--22 表表  開開始始年年ででのの労労働働争争議議調調整整事事件件解解決決率率のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  
  

    

（単位：件）
年

労委別    事項
終結件数 266 254 205 239 212
取下・移管除く終結件数 223 217 163 202 170
解決件数 116 107 83 103 93
解決率 52.0% 49.3% 50.9% 51.0% 54.7%
終結件数 4 0 3 2 2
取下除く終結件数 4 0 2 2 1
解決件数 4 0 2 2 1
解決率 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
終結件数 270 254 208 241 214
取下・移管除く終結件数 227 217 165 204 171
解決件数 120 107 85 105 94
解決率 52.9% 49.3% 51.5% 51.5% 55.0%

（注）1．終結件数、解決件数は、終結年で集計。
   2．解決率 ＝ 解決件数 ÷ 取下・移管を除く終結件数。

３年２年

都道府県労委

中 労 委

中 労 委及び
都道府県労委

元年30年29年

（単位：件）
年

労委別  事項
取下・移管除く終結件数 174 161 123 154 136
解決件数 83 74 58 73 69
解決率 47.7% 46.0% 47.2% 47.4% 50.7%
取下除く終結件数 4 0 0 2 1
解決件数 4 0 0 2 1
解決率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
取下・移管除く終結件数 178 161 123 156 137
解決件数 87 74 58 75 70
解決率 48.9% 46.0% 47.2% 48.1% 51.1%

（注）1．解決件数は、開始年で集計。
   2．解決率 ＝ 解決件数 ÷ 取下・移管を除く終結件数。

中 労 委及び
都道府県労委

３年29年 元年30年

都道府県労委

中  労  委

２年
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第第 3366 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの終終結結状状況況のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
  

  

((66))  平平均均調調整整日日数数  

取下・移管を除く終結事件 169 件（あっせん 168 件、調停１件、仲裁０件）で、平均

調整日数は 69.9 日（あっせん 70.2 日、調停 12.0 日、仲裁０日）であった（第 37-１表

参照）。 

なお、これを全労委でみると、取下・移管を除く終結事件 169 件（あっせん 168 件、

調停１件、仲裁０件）で、平均調整日数は 69.9 日（あっせん 70.2 日、調停 12.0 日、仲

裁０日）であった（第 37-２表参照）。 
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第第 3355--11 表表  終終結結年年ででのの労労働働争争議議調調整整事事件件解解決決率率のの推推移移  （（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 

  

第第 3355--22 表表  開開始始年年ででのの労労働働争争議議調調整整事事件件解解決決率率のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

  
  

    

（単位：件）
年

労委別    事項
終結件数 266 254 205 239 212
取下・移管除く終結件数 223 217 163 202 170
解決件数 116 107 83 103 93
解決率 52.0% 49.3% 50.9% 51.0% 54.7%
終結件数 4 0 3 2 2
取下除く終結件数 4 0 2 2 1
解決件数 4 0 2 2 1
解決率 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
終結件数 270 254 208 241 214
取下・移管除く終結件数 227 217 165 204 171
解決件数 120 107 85 105 94
解決率 52.9% 49.3% 51.5% 51.5% 55.0%

（注）1．終結件数、解決件数は、終結年で集計。
   2．解決率 ＝ 解決件数 ÷ 取下・移管を除く終結件数。

３年２年

都道府県労委

中 労 委

中 労 委及び
都道府県労委

元年30年29年

（単位：件）
年

労委別  事項
取下・移管除く終結件数 174 161 123 154 136
解決件数 83 74 58 73 69
解決率 47.7% 46.0% 47.2% 47.4% 50.7%
取下除く終結件数 4 0 0 2 1
解決件数 4 0 0 2 1
解決率 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
取下・移管除く終結件数 178 161 123 156 137
解決件数 87 74 58 75 70
解決率 48.9% 46.0% 47.2% 48.1% 51.1%

（注）1．解決件数は、開始年で集計。
   2．解決率 ＝ 解決件数 ÷ 取下・移管を除く終結件数。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ+Ｃ Ｂ+Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｅ+Ｈ Ｇ+Ｉ

29年 43 74 68 150 50 224 118 0 3 2 2 0 0 0 43 227 120
30年 37 59 57 153 45 212 102 0 4 4 4 0 1 1 37 217 107
元年 41 52 47 112 37 164 84 2 1 1 1 0 0 0 43 165 85
２年 36 73 70 117 34 190 104 0 2 1 1 1 1 0 37 193 105
３年 40 45 43 147 50 192 93 3 4 1 1 0 0 0 43 196 94
29年 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元年 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
２年 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
３年 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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６６  そそのの他他  

((11))  争争議議行行為為予予告告のの状状況況  

 労働関係調整法第 37 条に基づく争議行為予告のうち、争議行為が２以上の都道府県

にわたるものである、又は全国的に重要な問題にかかるものであるとして、関係当事者

から中労委に通知があったものは、86 件(２年 79 件)で２年より７件増加した。 

 事業種類別では、医療関係からの争議行為予告が 24 件 27.9％（同 23 件・29.1％）で

最も多く、以下、航空関係 18 件・20.9％（同 13 件・16.5％）、陸上旅客運送関係 15 件・

17.4％（同 17 件・21.5％）、港湾関係 12 件・14.0％（同８件・10.1％）などとなって

いる(第 38 表参照)。 

第第 3388 表表  事事業業種種類類別別争争議議行行為為予予告告通通知知件件数数のの推推移移((中中労労委委))  

  

  

  ((22))  労労働働争争議議実実情情調調査査のの状状況況  

労働委員会規則第 62 条の２に基づき３年に新規に開始した労働争議実情調査件数（全

労委）は 962 件（２年 964 件）で、２年より２件減少した。２年からの繰越 137 件を含

む係属 1,099 件（同 1,125 件）の終結状況をみると、終結した 979 件（同 988 件)のう

ち、争議解決 830 件・84.8％（同 883 件・89.4％）、調査打切 145 件・14.8％（同 102 件・

10.3％）、あっせんに移行したものが２件・0.2％（同３件・0.3％）、調停に移行したも

のが１件・0.1％（同０件・０％）などとなっている（第 39 表、巻末統計表第 19 表参

照）。 

  

  

  

  

  

  

（単位：件）

29年 116(11) 22(0) 32(7) 10(0) 7(0) 1(0) 0(0) 30(0) 14(4)

30年 107(7) 19(0) 30(5) 10(1) 7(0) 1(0) 0(0) 28(0) 12(1)

元年 118(12) 22(0) 41(10) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 27(0) 9(1)

２年 79(5) 17(0) 13(3) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 23(0) 7(1)

３年 86(9) 15(0) 18(7) 11(1) 12(0) 1(0) 0(0) 24(0) 5(1)

（注）1.　（  ）内は、使用者による争議行為予告通知の件数で内数。

      2.　「陸上旅客運送」は、鉄道事業及び一般路線バス事業が該当。

      3.　「その他」は、電気通信、水道及び公衆衛生が該当。

年 ガス 医療 その他計
陸上旅客

運送
航空

道路貨物
運送

港湾 電気
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第第 3377--11 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの平平均均調調整整期期間間のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 3377--22 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの平平均均調調整整期期間間のの推推移移（（全全労労委委））  

 

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

60.2 28.8 42.3 − − − 60.1 28.8
221 (39.6) 4 (28.8) 3 (39.3) − （−） − （−） − （−） 224 (39.5) 4 (28.8)

64.5 − 68.5 − 169.0 − 65.1 −
212 (43.6) − （−） 4 (56.0) − （−） 1 (61.0) − （−） 217 (43.9) − （−）

72.4 76.0 165.5 − − − 73.6 76.0
162 (44.6) 2 (61.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 164 (44.8) 2 (61.0)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

中労委

３年

29年

30年

    区分

年

都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委
あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計

中労委

元年

都道府県労委

２年

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

60.3 28.8 31.8 16.0 − − 59.7 24.5
221 (39.6) 4 (28.8) 5 (30.0) 2 (16.0) − （−） − （−） 226 (39.3) 6 (24.5)

64.5 − 53.7 24.0 169.0 − 64.7 24.0
212 (42.6) − （−） 6 (45.3) 2 (24.0) 1 (61.0) − （−） 219 (42.7) 2 (24.0)

72.4 76.0 89.8 14.0 − − 72.8 45.0
162 (44.6) 2 (61.0) 4 (37.5) 2 (14.0) − （−） − （−） 166 (44.5) 4 (37.5)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

    区分

年

あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計
都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委

３年

29年

30年

元年

２年

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

60.2 28.8 42.3 − − − 60.1 28.8
221 (39.6) 4 (28.8) 3 (39.3) − （−） − （−） − （−） 224 (39.5) 4 (28.8)

64.5 − 68.5 − 169.0 − 65.1 −
212 (43.6) − （−） 4 (56.0) − （−） 1 (61.0) − （−） 217 (43.9) − （−）

72.4 76.0 165.5 − − − 73.6 76.0
162 (44.6) 2 (61.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 164 (44.8) 2 (61.0)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

中労委

元年

都道府県労委

２年

第37-1表 労働争議調整事件の平均調整期間の推移（行政執行法人を除く）

あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計
中労委

３年

29年

30年

    区分

年

都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

60.3 28.8 31.8 16.0 − − 59.7 24.5
221 (39.6) 4 (28.8) 5 (30.0) 2 (16.0) − （−） − （−） 226 (39.3) 6 (24.5)

64.5 − 53.7 24.0 169.0 − 64.7 24.0
212 (42.6) − （−） 6 (45.3) 2 (24.0) 1 (61.0) − （−） 219 (42.7) 2 (24.0)

72.4 76.0 89.8 14.0 − − 72.8 45.0
162 (44.6) 2 (61.0) 4 (37.5) 2 (14.0) − （−） − （−） 166 (44.5) 4 (37.5)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

３年

29年

30年

元年

２年

    区分

年

あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計
都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委

第37-2表　労働争議調整事件の平均調整期間の推移（全労委）
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６６  そそのの他他  

((11))  争争議議行行為為予予告告のの状状況況  

 労働関係調整法第 37 条に基づく争議行為予告のうち、争議行為が２以上の都道府県

にわたるものである、又は全国的に重要な問題にかかるものであるとして、関係当事者

から中労委に通知があったものは、86 件(２年 79 件)で２年より７件増加した。 

 事業種類別では、医療関係からの争議行為予告が 24 件 27.9％（同 23 件・29.1％）で

最も多く、以下、航空関係 18 件・20.9％（同 13 件・16.5％）、陸上旅客運送関係 15 件・

17.4％（同 17 件・21.5％）、港湾関係 12 件・14.0％（同８件・10.1％）などとなって

いる(第 38 表参照)。 

第第 3388 表表  事事業業種種類類別別争争議議行行為為予予告告通通知知件件数数のの推推移移((中中労労委委))  

  

  

  ((22))  労労働働争争議議実実情情調調査査のの状状況況  

労働委員会規則第 62 条の２に基づき３年に新規に開始した労働争議実情調査件数（全

労委）は 962 件（２年 964 件）で、２年より２件減少した。２年からの繰越 137 件を含

む係属 1,099 件（同 1,125 件）の終結状況をみると、終結した 979 件（同 988 件)のう

ち、争議解決 830 件・84.8％（同 883 件・89.4％）、調査打切 145 件・14.8％（同 102 件・

10.3％）、あっせんに移行したものが２件・0.2％（同３件・0.3％）、調停に移行したも

のが１件・0.1％（同０件・０％）などとなっている（第 39 表、巻末統計表第 19 表参

照）。 

  

  

  

  

  

  

（単位：件）

29年 116(11) 22(0) 32(7) 10(0) 7(0) 1(0) 0(0) 30(0) 14(4)

30年 107(7) 19(0) 30(5) 10(1) 7(0) 1(0) 0(0) 28(0) 12(1)

元年 118(12) 22(0) 41(10) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 27(0) 9(1)

２年 79(5) 17(0) 13(3) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 23(0) 7(1)

３年 86(9) 15(0) 18(7) 11(1) 12(0) 1(0) 0(0) 24(0) 5(1)

（注）1.　（  ）内は、使用者による争議行為予告通知の件数で内数。

      2.　「陸上旅客運送」は、鉄道事業及び一般路線バス事業が該当。

      3.　「その他」は、電気通信、水道及び公衆衛生が該当。

年 ガス 医療 その他計
陸上旅客

運送
航空

道路貨物
運送

港湾 電気
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第第 3377--11 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの平平均均調調整整期期間間のの推推移移（（行行政政執執行行法法人人をを除除くく））  

 
 

第第 3377--22 表表  労労働働争争議議調調整整事事件件のの平平均均調調整整期期間間のの推推移移（（全全労労委委））  

 

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労
委

取下を
除く終
結件数

60.2 28.8 42.3 − − − 60.1 28.8
221 (39.6) 4 (28.8) 3 (39.3) − （−） − （−） − （−） 224 (39.5) 4 (28.8)

64.5 − 68.5 − 169.0 − 65.1 −
212 (43.6) − （−） 4 (56.0) − （−） 1 (61.0) − （−） 217 (43.9) − （−）

72.4 76.0 165.5 − − − 73.6 76.0
162 (44.6) 2 (61.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 164 (44.8) 2 (61.0)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

中労委

３年

29年

30年

    区分

年

都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委
あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計

中労委

元年

都道府県労委

２年

（単位：件、日）

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

取下、
移管を
除く終
結件数

＋
中
労

委
取下を
除く終
結件数

60.3 28.8 31.8 16.0 − − 59.7 24.5
221 (39.6) 4 (28.8) 5 (30.0) 2 (16.0) − （−） − （−） 226 (39.3) 6 (24.5)

64.5 − 53.7 24.0 169.0 − 64.7 24.0
212 (42.6) − （−） 6 (45.3) 2 (24.0) 1 (61.0) − （−） 219 (42.7) 2 (24.0)

72.4 76.0 89.8 14.0 − − 72.8 45.0
162 (44.6) 2 (61.0) 4 (37.5) 2 (14.0) − （−） − （−） 166 (44.5) 4 (37.5)

71.0 20.0 248.0 − − − 72.8 20.0
195 (44.6) 2 (20.0) 2 (61.0) − （−） − （−） − （−） 197 (42.4) 2 (20.0)

70.2 24.0 12.0 − − − 69.9 24.0
168 (46.2) 1 (24.0) 1 (12.0) − （−） − （−） − （−） 169 (46.0) 1 (24.0)

（注）１．集計対象は、取下げ・移管を除く終結事件のうち、係属日数１年以上の事件を除いたもの。
        ２．括弧内は、期間が２か月を越えたものを61日として計算した数値。

    区分

年

あ  っ  せ  ん 調        停 仲        裁 合    計
都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委 都道府県労委 中労委

３年

29年

30年

元年

２年

第３８表.xlsx■38表＿予告通知＿事業種類別件数

第38表　事業種類別争議行為予告通知件数の推移（中労委）
（単位：件）

29年 116(11) 22(0) 32(7) 10(0) 7(0) 1(0) 0(0) 30(0) 14(4)

30年 107(7) 19(0) 30(5) 10(1) 7(0) 1(0) 0(0) 28(0) 12(1)

元年 118(12) 22(0) 41(10) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 27(0) 9(1)

２年 79(5) 17(0) 13(3) 10(1) 8(0) 1(0) 0(0) 23(0) 7(1)

３年 86(9) 15(0) 18(7) 11(1) 12(0) 1(0) 0(0) 24(0) 5(1)

（注）1.　（  ）内は、使用者による争議行為予告通知の件数で内数。

      2.　「陸上旅客運送」は、鉄道事業及び一般路線バス事業が該当。

      3.　「その他」は、電気通信、水道及び公衆衛生が該当。

年 ガス 医療 その他計
陸上旅客

運送
航空

道路貨物
運送

港湾 電気
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第２節 調整事件の概要 
 
１ 背景 

(1) ３年の経済状況等 

我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う全国の緊急事態宣言及びまん延

防止等重点措置が断続的に発出されたことで、個人消費が一進一退の動きとなった

ことに加えて、2020 年秋頃に顕在化した半導体不足や 2021 年夏の東南アジアでの

感染拡大に伴う部品供給不足などの供給制約が足かせとなり、内需と所得・雇用の

好循環が抑制され、景気回復は緩やかなものとなった。緊急事態宣言が緩和された

10 月以降は、経済社会活動の水準が段階的に引上げられる中で、個人消費が上向く

など、持ち直しの動きがみられている。ただし、2022 年初以降のオミクロン株をは

じめとする感染拡大等が、個人消費等を下押しするリスクに注意する必要がある。 

医療提供体制の強化やワクチン接種の促進、検査、飲める治療薬の普及により予防、

発見から早期治療までの流れを強化し、「ウィズコロナ」下で経済社会活動を継続で

きる環境作りに取り組むことで、経済を民需主導の自律的な成長軌道に乗せていく

ことが重要である。（以上、内閣府政策統括官（経済財政分析担当）「日本経済 2021-

2022」－成長と分配の好循環実現に向けて－（令和４年２月）より）。 

こうした経済状況を反映して、消費者物価指数は、１月から８月はマイナス圏（▲

0.3％～▲1.1％）で推移したが、９月から 12 月にかけてはプラス圏（0.1％～0.8％）

に転じた。 

月例経済報告において、年初は「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。」との基調判断か

ら、２月～４月には「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然とし

て厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみら

れる。」との基調判断に下方修正され、５月～８月には「景気は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続い

ているものの、一部で弱さが増している。」との基調判断に下方修正された。９月に

は「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあ

るなか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポが弱まってい

る。」との基調判断に下方修正され、10 月には「景気は、新型コロナウイルス感染

症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いている

ものの、そのテンポが弱まっている。」、11 月には「景気は、新型コロナウイルス感

染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動き

に弱さがみられる。」との基調判断に変更されたが、12 月には「景気は、新型コロ

ナウイルス感染症による厳しい状況が、徐々に緩和される中で、このところ持ち直
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第第 3399 表表  労労働働争争議議実実情情調調査査のの取取扱扱状状況況のの推推移移（（全全労労委委））  

 

第39表 労働争議実情調査の取扱状況の推移（全労委）

前年繰越 当年開始 合 計 争議解決 調査打切
あっせん

移行
調停移行

不当労働行
為事件移行

合 計

29年 183 1,130 1,313 1,012 106 3 1 0 1,122

30年 191 1,078 1,269 983 108 1 0 0 1,092

元年 177 1,049 1,226 929 131 2 0 3 1,065

２年 161 964 1,125 883 102 3 0 0 988

３年 137 962 1,099 830 145 2 1 1 979

   区分
 年

取扱件数 終結状況
（単位：件）
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